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   第 ７ 回   熊本県議会    決算特別委員会会議記録 

 

平成26年11月10日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前10時58分休憩 

            午前11時２分開議 

            午前11時20分休憩 

            午後０時59分開議 

            午後２時32分休憩 

            午後２時38分開議 

            午後３時８分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第40号 平成25年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第42号 平成25年度熊本県母子寡婦福

祉資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 議案第43号 平成25年度熊本県収入証紙特

別会計歳入歳出決算の認定について 

 ――――――――――――――― 

出席委員(９人) 

        副委員長 田 代 国 広 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 緒 方 勇 二 

        委  員 九 谷 高 弘 

        委  員 橋 口 海 平 

欠席委員(１人) 

        委 員 長 岩 下 栄 一 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

警察本部 

本部長 田 中 勝 也 

警務部長 黒 川 浩 一 

生活安全部長 佐 藤 正 泉 

刑事部長 池 部 正 剛 

交通部長 木 庭   強 

        警備部長 潮 﨑 樹 典 

       首席監察官 吉 長 立 志 

参事官兼警務課長 林   修 一 

参事官兼会計課長 甲 斐 利 美 

理事官兼総務課長 田 中 哲 浩 

理事官兼厚生課長 久 保 正 信 

参事官兼生活安全企画課長 北 野 陽 祐 

参事官兼地域課長 松 山 昌 紹 

参事官兼刑事企画課長 奥 田 隆 久 

参事官 真 嶋   浩 

参事官兼交通企画課長 髙 山 広 行 

参事官 岩 本 信 行 

交通規制課長 木 庭 俊 昭 

交通指導課長 船 江 英 二 

参事官兼警備第一課長 宮 崎 正 道 

機動隊長 今 村 光 宏 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 伊 藤 敏 明 

  首席審議員兼会計課長 福 島   裕 

      管理調達課長 田 上 英 充 

人事委員会事務局 

         局 長 田 中 伸 也 

  首席審議員兼総務課長 吉 富   寛 

       公務員課長 井 上 知 行 

監査委員事務局 

         局 長 牧 野 俊 彦 

         監査監 瀬 戸 浩 一 

 労働委員会事務局 

         局 長 白 濵 良 一 

      審査調整課長 橋 本 博 之 

 議会事務局 

         局 長 佐 藤 伸 之 
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     次長兼総務課長 後 藤 泰 之 

 議事課審議員兼課長補佐 鹿 田 俊 夫 

      政務調査課長 冨 永 章 子 

健康福祉部 

部 長 松 葉 成 正 

政策審議監 寺 島 俊 夫 

医 監 岩 谷 典 学 

長寿社会局長 山 田 章 平 

子ども・障がい福祉局長 田 中 彰 治 

健康局長 山 内 信 吾 

健康福祉政策課長 渡 辺 克 淑 

首席審議員兼         

健康危機管理課長 一   喜美男 

高齢者支援課長 中 島 昭 則 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 池 田 正 人 

社会福祉課長 吉 田 雄 治 

子ども未来課長 福 田   充 

子ども家庭福祉課長 藤 本   聡 

障がい者支援課長 松 永   寿 

医療政策課長 立 川   優 

国保・高齢者医療課長 大 塚 陽 子 

健康づくり推進課長 下 村 弘 之 

薬務衛生課長 窪 田 吉 晴 

 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

       議事課主幹 槇 原 俊 郎 

     議事課課長補佐 浦 田 光 典 

     ――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○田代国広副委員長 おはようございます。 

 開会に先立ちまして、本日は、岩下委員長

が御欠席でございますので、熊本県議会委員

会条例第８条第１項の規定により、私が委員

長の職務を代行させていただきます。 

 それでは、ただいまから、第７回決算特別

委員会を開会いたします。 

 本日は、午前中に警察本部、出納局及び各

種委員会等の審査を行い、午後から健康福祉

部の審査を行うこととしております。 

 それでは、これより警察本部の審査を行い

ます。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 まず、警察本部長から御挨拶をお願いしま

す。 

 

○田中警察本部長 委員の皆様方には、平素

から、警察行政の各般にわたり、深い御理解

と温かい御支援をいただいておりますことに

対しまして、心から御礼申し上げます。 

 県警察では、県民の期待と信頼に忚える強

い警察による安全、安心な熊本を目指してを

基本理念とする県警察の総合治安計画「安

全・安心くまもと」実現計画2014を策定し、

安全、安心を体感できる犯罪抑止、交通死傷

事故の抑止、県民生活を脅かす犯罪の検挙の

３つの基本目標を掲げて、各種治安対策を進

めております。 

 まず、安全、安心を体感できる犯罪抑止に

つきましては、10月末現在の刑法犯認知件数

が9,263件、前年同期比13.4％のマイナスと

なっており、このまま推移いたしますと、平

成16年以降11年連続で減尐するとともに、過

去最多であった平成15年の半数以下にまで減

尐する見込みであり、一定の成果があらわれ

ているところであります。 

 次に、交通死傷事故の抑止に関しまして

は、10月末現在の死者数が60人、前年同期比

で４人減尐となっておりますが、平成27年ま

でに交通事故死者数を56人以下とする目標達

成のため、交通事故抑止対策をさらに強化し

てまいります。 

 次に、県民生活を脅かす犯罪の検挙に関し

ましては、10月末現在の刑法犯検挙率は47．

4％と前年より8.2ポイント向上しており、全

国平均と比べましても高い検挙率であり、刑
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法犯認知件数や検挙率を見ますと、一定の治

安の回復が見られるところであります。 

 しかしながら、県内では、女性や子供の性

犯罪被害や高齢者の特殊詐欺被害、ストーカ

ー、ＤＶ事案のほか、高齢者の交通死亡事故

が多発しており、県民の治安に対する不安感

の解消は、いまだ道半ばであります。 

 加えて、サイバー犯罪や恋愛感情のもつれ

に起因する犯罪が発生しており、昨今では、

危険ドラッグ乱用者に係る事故も発生して社

会問題となっており、この種事案に対する警

察の対処能力のさらなる向上が急務となって

おります。 

 また、広島県における土砂災害や御嶽山に

おける噴火災害などの大規模自然災害の発生

を踏まえ、県警察といたしましては、災害を

初めとするさまざまな緊急事態に対忚できる

よう、今後も引き続き、災害警備部隊等の各

種部隊について訓練や装備、機材の充実を図

り、事案対処能力の強化に努めてまいりま

す。 

 県警察では、今後とも、県民の期待と信頼

に忚えるため、総力を挙げて、安全、安心な

熊本の実現に向け、邁進してまいりますの

で、委員の皆様には、引き続き警察活動への

御理解と御支援を賜りますようお願い申し上

げます。 

 本日は、平成25年度一般会計のうち、警察

関係分の決算について御審議いただきます

が、警務部長から平成25年度中の決算概要等

について、会計課長から平成25年度歳入歳出

決算等について、それぞれ説明いたしますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○田代国広副委員長 次に、警務部長から決

算概要の説明をお願いします。 

 

○黒川警務部長 黒川でございます。よろし

くお願いいたします。失礼します。 

 平成25年度の決算概要について御説明をい

たします。 

 最初に、前年度の決算特別委員会において

御指摘のありました「施策推進上、改善又は

検討を要する事項等」のうち、警察関係につ

きまして、措置状況を御報告いたします。 

 指摘事項は３点ございました。 

 まず１点目は、決算特別委員長報告の第４

の１で、各部局共通事項として「未収金の解

消については、未収金対策連絡会議における

徴収ノウハウの共有化や各課独自の工夫等に

より着実な改善が図られつつあるが、歳入の

確保及び公平性の観点から、さらに徹底した

徴収に努めること。特に、悪質な滞納者に対

しては、十分な対策を講じ、厳正に対処する

こと。」との指摘でありました。 

 平成25年度末の警察本部の収入未済につき

ましては、車両の放置違反金に係る未収金、

交通事故などに係る損害賠償金の未収金、恩

給の過払いに係る返納金の未収金がございま

して、総額1,912万4,000円となっておりま

す。 

 収入未済の解消につきましては、早期回収

に全庁的に取り組んでいるところであり、定

期的な電話や訪問による催促を継続して行う

とともに、所在不明者に対する調査を積極的

に実施して接触を図るなどしております。 

 特に、車両の放置違反金とその延滞金の未

収金の解消につきましては、平成21年度から

専従の徴収員として非常勤職員１人の雇用を

継続しており、滞納者に対する電話催促を重

点的に行い、収入未済の早期回収に努めてお

ります。 

 また、電話催促と連動した夜間や休日にお

ける訪問徴収のほか、法的措置に向けた預貯

金調査を行い、平成25年度中は１件の滞納処

分を実施するなど、徹底した徴収促進に取り

組んでまいりました。 

 そのほか、交通事故の損害賠償金や恩給の

過払い金につきましても、債務者への定期的
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な催促を実施し、分割による徴収を行ってお

ります。 

 今後も引き続き収入未済の解消に取り組ん

でまいります。 

 ２点目の指摘は、決算特別委員長報告第４

の２で、各部局共通事項として「職員の過失

割合の高い交通事故が多数発生しており、職

員の交通事故に対する意識の高揚を図るとと

もに、事故原因等に忚じた効果的な交通事故

防止対策に努めること。」について、その後

の措置を御報告いたします。 

 警察本部におきましては、平成24年３月に

公用車交通事故の総量抑制を図ることを目的

とした公用車交通事故防止総合プラン2012を

策定し、教養、訓練、技能認定の審査、安全

運転管理、意識啓発、事故発生後の対忚の６

本柱を中心とした各種施策を推進していると

ころであります。 

 昨年中の公用車交通事故の発生件数は75件

であり、一昨年の70件からやや増加したもの

の、職員が第１当事者となった交通事故は37

件と過去５年の中では最も尐なくなるなど、

取り組みに一定の効果が見られたところでご

ざいます。 

 しかし、本年に入り、職員が第１当事者と

なった交通事故が再び増加していることか

ら、公用車交通事故防止総合プランのさらな

る徹底を図り、職員一人一人に事故防止に関

する意識を浸透させるため、本年７月７日か

ら８月31日までの間を公用車交通事故防止行

動強化期間と定め、警察署や本部内各課にお

いて、それぞれスローガンを設定し、実効あ

る指導、教養を実施したところでございま

す。 

 今後も総合プランを積極的に推進し、職員

の公用車事故防止意識の高揚及び運転技能の

向上を図り、公用車事故の減尐に努めてまい

ります。 

 ３点目の御指摘は、決算特別委員長報告第

４の18「県民の安全・安心のためにも、次年

度以降は交通安全施設、特に信号機の整備に

ついて、県民のニーズをしっかり把握し、で

きる限り予算を確保し整備に努めること。」

でございました。これにつきまして、その後

の措置状況を御報告いたします。 

 県警では、交通安全施設整備事業として、

信号機や標識などの新設、改良、更新を行っ

ておりますが、これに係る当初予算は、平成

８年度をピークに年々減尐傾向にある上、近

年、老朽信号機などを大量に更新する必要性

が認められ、平成25年度当初予算約９億4,00

0万円のうち、更新に要した費用が約６億7,0

00万円と予算の約７割を占めており、信号機

新設などに振り向ける予算の確保が厳しくな

っております。 

 そこで、平成25年度は、地域の元気基金活

用事業の補正予算を獲得し、平成24年度は10

基であった信号機新設を、平成25年度は13基

と増加させております。 

 本年度も、補正予算などを活用し、改良、

更新も含め、交通安全施設整備事業の推進に

努めてまいります。 

 続きまして、警察本部の平成25年度決算の

概要について御説明をいたします。 

 決算特別委員会説明資料、１ページの平成

25年度歳入歳出決算総括表により御説明をい

たします。 

 まず、歳入についてでございますが、予算

現額31億8,329万8,000円に対しまして、調定

額32億4,854万4,000円、収入済み額32億2,91

9万4,000円で、調定額に対する収入率は99.4

％となっております。 

 不納欠損額は22万6,000円で、車両の放置

違反金が消滅時効となったものでございま

す。 

 また、収入未済額は、先ほど説明いたしま

した1,912万4,000円であり、その主なもの

は、放置違反金や交通事故による交通情報板

損壊の損害賠償金に係る未収金でございま

す。 
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 次に、歳出についてですが、予算現額384

億5,806万8,000円に対しまして、支出済み額

373億5,094万1,000円で、執行率は97.1％と

なっております。 

 翌年度繰越額は４億8,274万3,000円で、そ

の主なものは、警察施設及び交通安全施設の

設計に相当の期間を要したため、年度内に工

事が完了せず、翌年度に繰り越したものでご

ざいます。 

 また、不用額は６億2,438万4,000円となっ

ており、その主なものは、職員給与費等人件

費及び各事業実施後の執行残でございます。 

 以上が警察本部の平成25年度決算の概要で

ございますが、その詳細につきましては、会

計課長が説明をいたしますので、御審議のほ

どをよろしくお願い申し上げます。 

 

○田代国広副委員長 次に、会計課長から決

算資料の説明をお願いします。 

 

○甲斐会計課長 会計課長の甲斐です。よろ

しくお願いします。 

 平成25年度決算資料の説明に先立ちまし

て、県監査委員による本年度の警察本部への

定期監査で御指摘を受けました４件につい

て、その内容とその後の措置状況を報告いた

します。 

 指摘を受けました４件は、全て警察職員の

交通事故についてであります。 

 捜査第一課ほか３所属に対し、平成25年度

に公用車の毀損額の大きい自損事故及び公務

中の自損事故などが発生していることについ

て、職員の交通安全意識の高揚を図るととも

に、事故原因に忚じた具体的な交通事故防止

対策を講じることという御指摘であります。 

 県警では、平成24年３月に公用車交通事故

防止総合プラン2012を策定し、組織を挙げて

職員の交通事故防止に取り組んでいるところ

でございます。今回御指摘を受けました交通

事故防止に対する措置としまして、幹部によ

る反復、継続した指導、教養の実施、同乗者

による速度監視、安全確認、車両誘導等運転

者との連携の強化、監察課による事故等の当

事者を対象とした招致指導及び運転技能の訓

練の実施、幹部による出発前の交通事故防止

等に対する注意喚起など、職員の交通安全意

識の高揚及び交通事故防止対策に努めており

ます。 

 今後も全職員に対する各施策を継続して行

い、交通安全意識の高揚を図るとともに、交

通事故の絶無に万全を期してまいります。 

 引き続きまして、平成25年度の歳入歳出決

算について、お手元の平成26年度決算特別委

員会説明資料により説明いたします。 

 １ページの平成25年度歳入歳出決算総括表

に記載しております歳入歳出それぞれに係る

予算現額等につきましては、先ほど警務部長

から報告がなされましたので、私からは、２

ページ以降の歳入に関する調べ及び歳出に関

する調べに基づき、具体的に内容を報告いた

します。 

 なお、歳入に関する調べにおいては、備考

欄に各項目ごとの処理件数等を、また、歳出

に関する調べでは、不用額の内容等をそれぞ

れ記載しましたので、参照していただきたい

と思います。 

 それではまず、収入についてであります。 

 収入の主なものとしましては、２ページか

ら７ページの下から４段目にあります認知機

能検査手数料までの使用料及び手数料に関す

るもので、収入全体のおよそ59％を占めてお

ります。中でも、３ページ、最上段の自動車

運転免許証交付手数料が最も多く、使用料及

び手数料全体のおよそ38％を占めておりま

す。使用料及び手数料に不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 次に、７ページの下から３段目より８ペー

ジの下から２段目の人権啓発活動委託金まで

が国庫支出金に関するものでございます。国

庫支出金に不納欠損額、収入未済額はござい
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ません。 

 次に、８ページから９ページをごらんくだ

さい。 

 ８ページの一番下の段から９ページの下か

ら２段目の不用品売払収入までが財産収入に

関するもので、財産収入に不納欠損額、収入

未済額はございません。 

 ９ページの一番下の段、繰越金について

も、不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 10ページから12ページまでが諸収入に関す

るものでございます。 

 10ページをごらんください。 

 10ページ、上から３段目の延滞金(放置違

反金)と４段目の放置違反金に収入未済額が

ありますが、これは、備考欄に記載しており

ますとおり、放置違反金に係る延滞金の未払

いと放置違反金の未払いによるものでござい

ます。 

 また、放置違反金の不納欠損額22万6,000

円につきましては、消滅時効によるものでご

ざいます。 

 次に、12ページをごらんください。 

 雑入の収入未済額1,450万8,000円につきま

しては、交通事故による交通情報板等の損壊

に係る損害賠償金のほか、６件の交通事故等

による公用車の損壊に係る損害賠償金の未収

金の合計金額でございます。 

 また、12ページの年度後返納の収入未済額

97万7,000円につきましては、恩給の過払い

に伴う未返納金でございます。 

 収入未済の詳細につきましては、後ほど附

属資料の収入未済に関する調べで説明いたし

ます。 

 引き続きまして、歳出についてでございま

す。 

 13ページから最終の16ページまでが警察費

でございます。 

 不用額の大きいものにつきまして説明いた

します。 

 まず、13ページの下から２段目の警察本部

費でありますが、不用額の主なものとしまし

ては、職員給与費の執行残9,682万9,000円、

退職手当の執行残１億8,295万3,000円、警察

被服費の執行残1,591万3,000円でございま

す。 

 不用額が生じた理由につきましては、各種

手当の実績が、退職者数が見込みより尐なか

ったこと、被服購入契約の入札において予定

価格より安く落札されたことによるものでご

ざいます。 

 次に、13ページの一番下の段の装備費に係

る不用額でありますが、主なものとしまして

は、車両維持管理費の執行残1,622万5,000

円、ヘリコプター維持管理費の執行残1,434

万円がございます。 

 不用額が生じた主な理由としましては、燃

料の使用実績が見込みより尐なかったこと

や、任意保険契約の入札において予定価格よ

り安く落札されたことなどによるものでござ

います。 

 続いて、14ページをごらんください。 

 最上段の警察施設費につきましては、庁舎

等の保守委託や修繕など、警察施設の維持管

理に係る経費の執行残4,728万5,000円などが

ございます。 

 不用額が生じた主な理由としましては、各

種施設の保守委託契約の入札において予定価

格より安く落札されたことによるものでござ

います。 

 また、警察施設費では、翌年度への繰越額

２億59万2,000円がございますが、これにつ

きましては、附属資料の繰り越し事業調べに

て説明いたします。 

 次に、その下の段の運転免許費では、運転

免許センター運営費の執行残1,107万円、運

転免許更新時講習経費の執行残1,598万1,000

円などがございます。 

 不用額が生じた主な理由としましては、光

熱費や各種消耗品の購入実績が見込みより尐
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なかったことや、更新時講習に使用する教材

購入契約の入札において予定価格より安く落

札されたことによるものでございます。 

 次に、15ページから16ページまでの警察活

動費に係る不用額について説明をいたしま

す。 

 まず、一般警察運営費におきまして、警察

活動旅費など警察活動基本経費の執行残3,56

0万2,000円、被留置者の食糧費及び診療費な

ど留置管理に係る経費の執行残1,189万円な

どがございます。 

 不用額が生じた主な理由としましては、犯

罪捜査活動に係る旅費の実績が見込みより尐

なかったことや、被留置者の給食契約の入札

において予定価格より安く落札されたことに

よるものでございます。 

 次に、刑事警察運営費で、携帯電話等各種

通信費の執行残3,811万7,000円がございま

す。 

 不用額が生じた主な理由としましては、携

帯電話通話料等各種通信費の実績が見込みよ

り尐なかったことによるものでございます。 

 次に、交通警察運営費におきまして、信号

機に係る電気料、修繕料及び保守委託料な

ど、交通規制の管理に係る経費の執行残2,13

9万円がございます。 

 不用額が生じた主な理由としましては、保

守委託契約等の入札において予定価格より安

く落札されたことによるものでございます。 

 また、警察活動費では、翌年度への繰越額

２億8,215万1,000円がございますが、これに

つきましては、附属資料の繰り越し事業調べ

にて説明いたします。 

 それでは、別にお配りしております平成26

年度決算特別委員会附属資料をごらんくださ

い。 

 １ページをごらんください。 

 平成25年度繰越事業調べでございます。 

 上段の警察施設整備費の２億59万2,000円

の繰り越しにつきましては、天草警察署苓北

交番の新設、天草警察署職員宿舎の新築及び

熊本北警察署の非常用発電設備の改修におい

て、設計に相当の時間を要し、年度内に工事

が完了しなかったため、繰り越しを行ったも

のでございます。 

 次に、交通安全施設等整備費の２億8,215

万1,000円につきましては、交通安全施設の

設計に相当の期間を要したため、年度内の工

事完了ができず、繰り越しを行ったものでご

ざいます。 

 なお、繰り越しを行った工事は、全て今月

中に完了予定であります。 

 次に、２ページから３ページをごらんくだ

さい。 

 平成25年度収入未済に関する調べでござい

ます。 

 収入未済の内容でございますが、２ページ

の平成25年度歳入決算の状況のとおり、放置

違反金の延滞金26万9,000円、放置違反金336

万9,000円、また、雑入としまして、交通事

故による交通事故情報板等損壊に係る損害賠

償金、交通事故等による公用車損壊に係る損

害賠償金、合わせて1,450万8,000円、さら

に、過年度収入の年度後返納としまして、恩

給の過払い金97万7,000円がございまして、

その合計額は1,912万3,000円となっておりま

す。 

 収入未済の解消につきましては、県警の顧

問弁護士への対忚の相談、金額が大きいもの

は強制執行による取り立てや民間調査機関に

よる資産状況の調査を行ったりしておりま

す。そのほか、先ほど警務部長からも説明が

ありましたが、放置違反金などは、非常勤職

員１名を雇用し、債務者に対する電話による

催促や休日、夜間の訪問徴収活動などを継続

的に実施し、徴収促進に努めております。 

 次に、４ページをごらんください。 

 平成25年度不納欠損に関する調べでござい

ます。 

 放置違反金の不納欠損で、17件、22万6,00
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0円でございます。これは、地方自治法第236

条第１項の規定に基づく消滅時効により債権

が消滅したため、不納欠損処分を行ったもの

でございます。 

 次に、５ページをごらんください。 

 平成25年度県有財産処分一覧表でございま

す。 

 熊本南警察署旧富合町新駐在所の売却に伴

い、隣接する熊本宇城農業協同組合富合支所

の旧排水管が越境して埋設されておりました

ので、埋設敷部分を熊本宇城農業協同組合富

合支所に11万9,000円で売却したものでござ

います。 

 以上で警察本部の決算資料の説明を終わら

せていただきます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広副委員長 以上で警察本部の説明

が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

 

○溝口幸治委員 職員の交通事故の件ですけ

れども、これは、県警が悪かったり相手が悪

かったり、過失はそれぞれあると思いますけ

れども、件数はきょうのでわかりましたけれ

ども、示談が成立しているかしていないの

か、例えば25年度のやつだとまだ示談が成立

していないものがあるのかどうか、そこの確

認をちょっとさせていただきたいと思いま

す。 

 

○吉長首席監察官 首席監察官の吉長でござ

います。 

 確かに、委員御指摘のとおり、速やかに示

談が図れるもの、あるいは示談に長期を要す

るものがございます。24年度につきまして

は、未処理件数がまだ２件積み残しておりま

すし、昨年でありますと、まだ24件の積み残

しであります。これらにつきましては、保険

会社を通じまして、相手当事者との示談を進

め、早期に、損害が生ずるのであれば、保険

のうちから相手方に賠償をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 

○溝口幸治委員 県警の事故が多い尐ないと

いうのは、一概に、職業柄というか、職務柄

言えないのではないかなと思いつつも、でき

るだけこうやって減らしていくという取り組

みは強化をしていかなければならないと思い

ますが、要は、起こった後、特に県警に過失

がある場合については、やっぱり速やかに示

談まで行き着くというのが大事だと思います

ので、そこはもうちょっと心してやっていた

だきたいと思いますが、県警のほうが過失が

大きくて示談まで至っていないものというの

が、もしも――件数わかりますか。今のは全

部トータルでしょう。 

 

○吉長首席監察官 引き続きお答えいたしま

す。 

 速やかな示談に努めているところではござ

いますけれども、相手方の入院あるいは治療

期間が長期にわたりますと、どうしてもそれ

をもって賠償額の決定という形になりますの

で、そこは、委員御指摘のとおり、速やかに

相手の状況に忚じて示談を進めてまいりたい

と考えております。 

 

○溝口幸治委員 起こった件数も大事です

が、後の処理、ここに力を入れていただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 

○内野幸喜委員 車両の燃料費のところで、

恐らく県警のほうが一番車は利用する頻度が

高いと思います。そこで、今、ガソリン、結

構価格が高騰しているわけですね。県警の場
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合、私、ちょっと中身わからないですけれど

も、それぞれのスタンドで給油して、それぞ

れのスタンドの価格でお支払いしているの

か、それとも、例えば、一律、定額で契約し

ているのかとか、その辺はどうなっているの

か、ちょっとお聞かせいただければなと思い

ます。 

 

○甲斐会計課長 会計課長の甲斐です。 

 契約して、一律で支払っております。 

 

○内野幸喜委員 じゃあ、通常スタンドに行

って給油するよりは安くはなっているという

ことの認識でいいんですかね。 

 

○甲斐会計課長 変わりません。 

 

○内野幸喜委員 変わらないわけですね。 

 

○甲斐会計課長 はい。 

 

○内野幸喜委員 そこを何か交渉次第でその

辺安くならないのかなという気がしないでも

ないんですけれども、そこはどうですかね。

それはやっぱり結構給油回数が多いと思うん

ですね。だから、その辺の何か契約次第では

若干こう、今特に燃料が高どまりしている中

で、その辺は安く抑えることができないのか

なという気がしないでもないんですけれど

も。 

 

○甲斐会計課長 次年度の予算もありますの

で、十分検討して、また行きたいと思いま

す。 

 

○田代国広副委員長 ありませんか。 

 

○平野みどり委員 信号機についての御説明

がありましたが、老朽信号機を大量に更新す

る必要が認められるということで、新規が思

うように伸びないということでありましたけ

れども、例えば、信号機に右折の矢印がつく

のがありますよね、あれがあればいいなと思

っていたのが、私の通り道にも結構ついてき

ているのでよかったなと思っているんですけ

れども、ああいった矢印をつけるのは新設と

みなされるんですか、それとも老朽信号の更

新というふうにみなされるんですか。 

 

○木庭交通規制課長 規制課長の木庭でござ

います。自分のほうから回答さしあげたいと

思います。 

 改良ということで、先生、理解していただ

きたいと思います。 

 

○平野みどり委員 新規じゃないんですか。 

 

○木庭交通規制課長 はい。 

 

○平野みどり委員 ちなみに、常識として知

っておきたいんですけれども、この県内で信

号機は何基あるんでしょうか。 

 

○木庭交通規制課長 平成26年３月末現在と

いう形で回答したいと思います。県下には2,

794カ所、信号機設置しておるところであり

ます。 

 

○平野みどり委員 その中には、交通混雑の

大規模な大きい交差点とか小さいのも含まれ

ていると思うんですけれども、例えば平成24

年度の10基が25年度は13基となったという、

この13基というのは、大きいところという

か、主要なところということなんですか、そ

れとも小さいところも含めてということです

か。 

 

○木庭交通規制課長 先生おっしゃいました

とおり、新たな幹線道路等ができた場合、優

先的にどうしてもせざるをいかぬという場合
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もございます。加えて、それまでにいわゆる

地元等から、一線署等から要望が上がった事

項もあわせて整備していった数字が、この13

基であります。 

 

○平野みどり委員 わかりました。2,794と

いう全体の数からすると、この新設というの

が尐ないなというふうに正直感じていたんで

すけれども、今後は、やっぱり本当に必要な

ところは、どんどん私たちも予算要求してい

かないといけないなと思っています。 

 それと、もう１点だけ。 

 例えば、警告信号みたいなのがありますよ

ね、大きな交差点に入る前に、交差点があり

ますよというんですかね、要するに、あらか

じめ減速をするように車両に促すような形で

の信号がありますけれども、あれも信号とい

うふうにみなすんですか、警告みたいなや

つ。 

 

○木庭交通規制課長 いわゆる本機信号機に

付随するものでありますので、本機信号機の

数、2,794に含まれておるというふうに理解

していただきたいと思います。 

 

○平野みどり委員 わかりました。 

 うちの地元でも、学童の通学のために必要

だということで、もう本当につけていただい

てとても地元の方たちも喜んでいるんですけ

れども、特に国道ですよね、今子供たちの朝

夕の通学で危険なところがいっぱいあるの

で、そういうところは優先して、補助という

か、予備というか、信号も含めて今後も対忚

していただきたいというふうに思います。 

 

○田代国広副委員長 要望ですね。 

 

○平野みどり委員 はい。 

 

○内野幸喜委員 この交通安全施設整備、こ

れは国からはそこまで減ってないわけです

ね、予算的に。国のほうからの予算はそんな

に減ってないんですよね、そこまで減ってい

るとしても。県がやっぱり減っているわけで

す。私も、３年前だったか、質問したんです

ね。やっぱり県も、これからますます老朽化

しているものの維持補修がかかってくるの

で、なかなか新しい信号機ができない、県も

やっぱりこの予算は確保すべきじゃないかと

いう趣旨の質問をしたんですが、そのとき

に、ちょうど議場の中から１つ声が出たの

が、各市町村で――市町村がやっぱり要望す

るのが多いわけですから、市町村から幾らか

出した形での施設整備というのができるのか

できないのかと、ちょっとあったんですね。

そこは、そのときは基本的にはできないとい

うことだったんですけれども、その後はどう

なっているんですかね。 

 

○木庭交通規制課長 続きまして、自分のほ

うから説明をさせていただきます。 

 ありがたいお話ではございます。しかしな

がら、信号機の設置、県公安委員会の純粋な

事業でございます。よって、地方財政法上で

も、それはできませんという形になっており

ます。しかしながら、これにとどまらず、交

差点改良等で市町村等が街路灯をお建てにな

る、そのようなときに信号機が併設共架でき

れば、そういう形で共架をさせていただい

て、その予算をまた別に回す等の算段はさせ

ていただいておるところであります。 

 

○橋口海平委員 信号機、ちなみに、今要望

は何件ぐらいあっているんでしょうか。 

 

○木庭交通規制課長 平成25年度、県下各所

から110基の設置要望上がってございます。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 



第７回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年11月10日) 

 - 11 - 

○堤泰宏委員 黒川警務部長の概要説明書の

２ページのところです。上から３行目の所在

不明者という表現がございますね。未納者を

探すのに、定期的な電話や訪問による督促を

継続的に行うとともに、所在不明者という表

現がございますね。これはよほど悪質なんで

しょうね。警察が探しても所在がわからない

というのは、これはもう犯罪者の中でも相当

ひどいと思うですよね。 

 

○甲斐会計課長 会計課長の甲斐です。 

 所在不明者については、交通事故を起こし

て所在不明になった者もおります。まあ、そ

ういう者については、なかなか徴収に苦労し

ている状況です。 

 

○堤泰宏委員 警察が探して所在がわからな

いというとは、よっぽどの人じゃなかろうか

と思う。 

 

○黒川警務部長 あくまで一般論でございま

すけれども、もちろん、通常、我々、住民票

を市町村に出して、引っ越す場合はそれを転

居届を出してということが、ほとんどの方は

そうしておられるわけですけれども、世の中

には、必ずしもそういうことをせずに、必ず

しもこの本件に限らず、さまざまな御事情

で、こっそりどこかの地にいなくなってしま

うような方は一定数おられますので、必ずし

も、この警察の未払い金のためにいわゆる逃

げたとか、そういうことだけではございませ

んので、いわゆる引っ越ししてどこに行った

かちょっと追跡できないと、それをいろいろ

さまざまな手で調査はしているというところ

でございます。 

 

○堤泰宏委員 いろいろあると思うたですけ

れども、ちょっとお尋ねしたかっただけで

す。 

 それから、信号機のお話が幾つかあってい

ますけれども、私は、高特のときもちょっと

お尋ねしたんですけれども、交通事情が変わ

りますよね、バイパスができたり。それで、

昔の信号といいますかね、既存の信号が不要

であるという意見を聞いたりすることがある

んですよね。それは私は、専門家、警察の専

門的な見地からいかがかということはわから

ぬけれども、私の独断と偏見では、皆が要ら

ぬちゅうならば要らぬとじゃなかろうかなと

いう思いでちょっとお尋ねをしたんですけれ

ども、例えば、もう私の地元の高森の信号

が、この前お話ししましたね。それから、国

体道路の延長線ですね、国体道路の免許セン

ターから先のほうに農地が広大に広がってい

ますですね、あそこに信号が多いんですよ

ね、非常に。それで、もう１台も横から来な

いけれども信号はぴしゃっと機能しとると。

私もあそこ通りますけれども、通る人からも

ちょっと聞くもんですから。 

 不要信号というのはないと思いますけれど

も、何といいますかね、信号の貢献度といい

ますか、そういうので、もう一回つけたら絶

対に廃止をしないとか、そういうことはない

と思いますけれども、改良していただくなら

と思うとですね。 

 

○木庭交通規制課長 引き続き自分のほうか

ら若干説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 今、先生御指摘がありましたように、信号

機の新設とともに、あわせて、それぞれ基準

等利用価値の尐なくなったものにつきまして

は、具体的には、通学路であったところが学

校の統廃合等によってそこが使われなくなっ

た等につきましては、合意形成を図りなが

ら、信号機の撤去というのもあわせて進めて

おるところでございます。 

 以前、先生のほうからは、高特委の中で、

確かに信号の撤去の関係お話をいただきまし

た。あの件につきましては、所属のほうに落
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としまして、現在、どうすべきかというのを

検討させていただいておるところでありま

す。 

 同様に、国体道路等につきましても、検討

をさらに進めていきたいという形で考えてお

ります。 

 

○堤泰宏委員 ありがとうございました。よ

くわかりました。 

 

○内野幸喜委員 防犯カメラ、今非常に事件

の解決に貢献しています、防犯カメラがです

ね。私、これは県民の理解も得やすいんじゃ

ないかなと思うんですけれども、今歳出のと

ころを見ると、防犯カメラというのはこの項

目に入っていない。どこに、警察活動費にな

るんですかね、もし県警で設置するとすれ

ば。例えば、これは、さっき言ったように、

非常に事件解決に大きく貢献しているわけで

すから、例えば、交通安全施設の信号機のと

ころにとか、そういう設置とかというのはで

きないのか、その辺はどうなんですかね。 

 

○甲斐会計課長 会計課長の甲斐です。 

 防犯カメラにつきましては、警察と県のく

らしの安全推進課が協合しておるもんですか

ら、26年度の予算については、くらしの安全

推進課でまとめて要求し、順次要望あるとこ

ろに設置をしております。 

 

○内野幸喜委員 こっちには載ってないとい

うことですね。そっちのほうに載っていると

いうことですね。 

 

○甲斐会計課長 はい。 

 

○木庭交通部長 交通部長でございます。 

 信号機に防犯カメラを設置できないかとい

うことですけれども、以前、これはあくまで

も防犯カメラじゃなくて、交通事故捜査のた

めに、何カ所かは、そういう事故現場の衝突

音を感知したときにその状況を記録するよう

な装置を設置しております。 

 また、今後は、国からの補助等で、今、数

的には尐ないんですけれども、ちょっと手元

に数値を持ち合わせてないんですけれども、

そういった形で、あくまでもこれは交通事故

捜査用ですけれども、信号交差点あたりに防

犯カメラ的なものを設置するということも検

討して進めていくこととしております。 

 

○佐藤生活安全部長 生活安全部です。補足

で御説明させていただきます。 

 今、街頭の防犯カメラにつきましては、県

下で48カ所の451台を設置してあります。い

ずれもこれは、自治体でありますとか、ある

いは商店街、あるいは自治会等で設置をして

いただいておりまして、警察での防犯カメラ

の設置は現在のところはございません。 

 ただ、全国的に見ますと、ほかの県では警

察で設置してあるところもございますけれど

も、それぞれのやり方があろうかと思いま

す。 

 県の予算につきまして、先ほど会計課長が

説明しましたとおり、ある程度県のほうで予

算とっておりますので、各自治体に対しまし

て、県の予算を活用するようにということ

で、今設置等の促進を図っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 今、補助金という形になっ

ているんですか、各自治体が取りつけたいと

いうときに……。 

 

○佐藤生活安全部長 そのとおりです。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 では、私からちょっとだけ。 

 今回の決算で各部共通して言われているの
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が、指摘されているのが、交通事故の件です

ね。それぞれの部局から説明があったんです

けれども、ほとんどの部局は、取り組んでい

ますで終わるわけですけれども、さすがきょ

うは警察ですね。詳しく数字も出されていた

だきまして、その効果なり結果なり、そして

また、今後の取り組みあたりも詳しく書いて

ありまして、非常にいい報告だというふうに

聞いたところでございますが、先ほどから出

ております交通信号機ですけれども、関連し

て、110基で要望があって、わずか10基か13

基。やっぱり10倍ぐらいの倍率となっとるん

ですけれども、そこで、これは監査委員会に

対していいんですかね、警察活動費、これが

１億数千万、不用額が出ておるんですけれど

も、目の中の予算の流用あたりは尐し柔軟に

考えられないんですかね。 

 

○牧野監査委員事務局長 ただいまの御質問

は、流用はできないかということでございま

すね。 

 流用につきましては、例えば、財政課との

協議とかそういったことで、各所属で必要に

忚じてなされているというふうに監査のほう

では理解をしております。もちろん、監査で

も、流用の内容というか、特段に手続的にお

かしいとかそういった視点からは監査は見て

おりますけれども、それを流用すべきかどう

かというふうなことにつきましては、その施

策を進めるかどうかの一義的にはその政策判

断になりますので、各所属で適切に判断され

るものと理解しております。 

 

○田代国広副委員長 １億5,000万近い不用

額が出ておりますよね、これをほかの、例え

ば交通信号機のほうが要望があるのに予算が

ないからできないわけですから、ならば、こ

れを尐し予算を振り分けて、そちらに柔軟に

活用するようなことを考えてもらったらどう

かというふうに思いましたもんですから、そ

れは新しい年度の予算編成あたりで配慮して

いただけたらどうかと思うんですけれども。 

 

○鬼海洋一委員 今監査委員会委員の報告事

項について、ちょっといいですか。 

 かつて、予算の不適正支出ということもあ

りまして、今、監査委員のほうからは、その

部局で適切に判断すればというお話がありま

したけれども、これまでは、その予算流用に

ついては基本的に認めてなかったんではない

かというふうに思うんですが、そういう意味

で、監査委員会の中で、この数年来の経過を

見ながら、今お話しあったような状況に変わ

ったのかどうか、その辺を尐し確かめておき

たいと思います。 

 

○牧野監査委員事務局長 予算の流用につき

ましては、ちょっと、監査委員として認めて

なかったという御指摘につきまして、ちょっ

と今確認ができないんですが、一般的には予

算の流用は、県の部局でいいますと、財政課

のほうでその適否については判断、要する

に、一義的には判断されるというふうに理解

をしております。 

 

○鬼海洋一委員 まあ、私が今質問いたしま

したのは、警察のことだけではなくて、これ

はもう県全体の予算の執行モラルにかかわる

話だもんですからあえて御質問したわけであ

りますけれども、その点は、もう尐し監査委

員会内部で、これまでのさまざまな全国的に

ありました予算執行にかかわる不適正支出、

こういう中で相当議論をした課題でもあった

もんですから、もう一回、ぜひ内部的に、そ

の財政というふうにおっしゃったわけですけ

れども、財政も含めてこれは監査するわけで

ありますから、その点の整理をいただいたら

いいんじゃないかということをまず要望とし

て申し上げておきたいと思います。 
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○牧野監査委員事務局長 監査委員の監査に

おきましては、これまで申し上げております

ように、法令、それから規則、そういったも

のに適切に従っているかどうかという観点が

第一でございます。 

 予算の流用は、要するに、議会の議決を経

た予算を、平たく言えば、違った形で執行す

るということになるかと思いますので、トー

タルで言いますと例外的なものだというふう

に考えられますが、尐なくともその手続に従

ってやるという道がございますので、その辺

の内容、それから手続、そういったものが適

正になされているかどうか、この辺につきま

しては、監査委員でも、これまでもきっちり

監査の対象としてきたというところでござい

ます。 

 

○鬼海洋一委員 わかりました。過去の経過

も踏まえて、もう私は私なりにまた研究した

いというふうに思っていますけれども、今申

し上げましたように、この数年来の全国的な

そういう歴史の中で、一定の整理がされたも

のだというふうに理解していたわけでありま

して、その思いから質問をいたしました。ぜ

ひ監査委員会の中でももう一回、今お話しの

とおりに、適正であるかどうかということと

同時に、予算執行モラルという意味でも、熊

本県全体の予算執行の課題に係る話でありま

すので、ぜひ御検討いただきますようにお願

いしておきたいと思います。 

 

○牧野監査委員事務局長 本日の御意見、き

ょう監査委員参っておりませんが、報告をい

たしまして、きちっと報告をしたいというふ

うに思います。 

 

○溝口幸治委員 今のやりとりは、例えば、

警察の予算の中で何でも流用していいという

話じゃなくて、例えば、警察活動費なら警察

活動費の中で柔軟――執行残とかを流用する

というのはそれぞれの判断でいいんだと思い

ますけれども、例えば、施設費が余ったか

ら、入札で残があったから、これを活動費に

回すというのは今もだめでしょう。 

 

○鬼海洋一委員 という質問をされたわけで

すよね。それについて、よか、いいという話

だったもんだから……。 

 

○溝口幸治委員 だから、多分そういう、副

委員長はそういうふうなことをおっしゃった

けれども、牧野さんが答えているのは、多分

何かぐちゃぐちゃなんで、そこをちょっと整

理しておいたほうがいいのかなと。 

 

○牧野監査委員事務局長 先ほどから申し上

げておりますように、できる流用とできない

流用がございまして、これまでの不適正経理

とは、要するにできない流用、流用であれば

できない流用というふうに、平たく言えばそ

ういうことでございます。 

 できる流用につきましては、その手続がき

ちっとなされているか、もちろんできる流用

に当たるかどうか、そういうふうな点は監査

で見ますけれども、ある程度そこを――本来

流用というのは、その予算編成をすればきち

っと予算ができるわけなんですが、そのいと

まがないとかいろんなことで政策判断のもと

にされるわけですので、そのルールをもとに

なされているかどうかということでございま

す。ですから、先ほど言いましたように、も

ともとできないものは、これは当然できない

というのはもう監査としては当然だというふ

うに思っております。 

 

○黒川警務部長 資料の、例えば歳入に関す

る調べですとか、２ページ以降、ごらんいた

だきたいんですけれども、まあ、会計の帳簿

というのは膨大にございますけれども、一般

的に、ここに、冒頭にありますとおり、款で
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すとか、項ですとか、目ですとか、節ですと

か、細かく区分けされている。 

 今、私どもが財政課通じてとか承知してい

る限りですけれども、節の中での流用につい

ては、まあ、ほぼ同じような項目、項目とい

うか、節ですね。節の中の流用につきまして

は、警察については警察本部の判断でやれる

ということになっております。他方で、目の

レベルになりますと、例えば同じ交通安全施

設整備の中でも、目が違ってしまえば、もう

それは我々の判断だけではできませんで、財

政課なりに協議して、まあ、当然予算の有効

活用という観点も重要でございますので、必

要性があれば認めていただけるという、逆に

言えば、そのレベルで、かなり縛りといいま

すか、ルール化は細かくなされておりますの

で、当然ですけれども、人件費が余ったから

信号をつくるかとか、そういうことは制度上

も全くできないようにはなってございますの

で、決められたルールの中で、適切な範囲で

対忚しているという状況でございます。 

 

○鬼海洋一委員 そういうふうに御説明いた

だきますと、はっきり、すっきりするんで

す。先ほどは、警察活動費が尐し余っている

から、その分を信号機等に振替できないかと

いう話の中でお答えがあったもんですから、

改めてその点を確認したわけでありまして、

今お話しのとおりであれば、すっきり判断が

できるというふうに思いましたので、いいん

ではないかというふうに思います。 

 

○田代国広副委員長 私、款、項、目のう

ち、目であれば、ある程度予算流用が大目に

見られるっちゅうな考えを持ってお尋ねした

わけですよ。せっかく１億5,000万も不用で

出とるということは、一方では、予算要求あ

っているわけですから、有効に利用するとい

う観点からすると何とかならないかなと。し

たがって、何とかするためには、やっぱり早

目にわかれば、予算を組み直したりして、補

正議案あたりやりながら増減で組み直せれ

ば、こういった事業にも回せるわけですよ

ね。 

 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広副委員長 なければ、これで警察

本部の審査を終了します。 

 ここで、説明員の入れかえのために、しば

らく休憩します。 

  午前10時58分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時２分開議 

○田代国広副委員長 休憩前に引き続き委員

会を再開します。 

 それでは、これより出納局及び各種委員会

等の審査を行います。 

 審査は、出納局、人事委員会事務局、監査

委員事務局、労働委員会事務局、議会事務局

の順に説明を求めた後に、一括して質疑を受

けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 まず、会計管理者から出納局の決算概要の

説明をお願いします。 

 

○伊藤会計管理者 会計管理者の伊藤でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 平成25年度の決算の御説明に先立ちまして

御報告をいたします。 

 まず、源泉所得税の自己点検の結果でござ

います。別添資料、源泉所得税等の徴収漏れ

についてをごらんください。 

 他府県での源泉所得税及び源泉復興特別所

得税、以下、源泉所得税等と御説明いたしま

す――の徴収漏れを発端といたしまして、平

成26年９月３日付で、熊本西税務署長から、

熊本県知事に対しまして、自己点検の指導が

ありました。これを受けまして、全所属にお
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いて自己点検を実施したところでございま

す。 

 その結果、36所属におきまして、42万5,55

2円の源泉所得税等の徴収漏れが判明いたし

ました。今後、熊本西税務署に対し、源泉所

得税等の徴収漏れ額を速やかに納付いたしま

す。あわせまして、延滞税及び不納付加算税

につきましては、税務署による額の確定後、

納付をいたします。 

 また、県は、源泉徴収漏れがあった個人事

業主等の相手方の皆様に対しまして、謝罪と

経緯説明を行いますとともに、徴収すべきで

あった源泉所得税等相当額の返還をお願いい

たします。 

 徴収漏れの発生の主な要因といたしまして

は、個人事業主の屋号を法人と誤認し、源泉

徴収が不要と判断したこと、平成25年１月１

日創設の復興特別住民税の加算を失念してい

たことによるものでございます。 

 今後、各所属においてこのような事務処理

の誤りが起きないよう、制度の周知や源泉徴

収の徹底を図る通知の発出、税務署職員を講

師とした研修会の実施並びに会計事務検査や

研修会等における注意喚起など、再発防止に

全力を努めてまいります。 

 このような事案が発生しましたこと、ま

た、県民の皆様に御迷惑をおかけしますこ

と、おわびします。まことに申しわけござい

ませんでした。 

 次に、前年度の決算特別委員会において御

指摘のありました「施策推進上、改善又は検

討を要する事項等」のうち、出納局関係につ

きまして、その後の措置状況を御報告いたし

ます。 

 各部局共通事項として「職員の過失割合の

高い交通事故が多数発生しており、職員の交

通安全に対する意識の高揚を図るとともに、

事故原因等に忚じた効果的な交通事故防止対

策に努めること。」という御指摘がございま

した。 

 職員の交通安全、交通法規の遵守につきま

しては、公務内外を問わず、常に心がけるよ

う毎月の局議及び課例会等で訓示しておりま

すが、加えて、特別課題研修「飲酒運転の根

絶に向けて」を行い、ビデオ上映等により、

飲酒運転根絶、交通安全意識の高揚を図った

ところでございます。 

 今後も継続して職員に対する交通安全の指

導、研修を実施してまいります。 

 続きまして、出納局の平成25年度の決算に

ついて御説明申し上げます。 

 お手元の決算特別委員会説明資料、１ペー

ジの歳入歳出総括表により、概要を御説明い

たします。 

 当局では、一般会計及び収入証紙特別会計

の２会計を所管しております。 

 まず、これらの２会計を合わせた歳入の決

算状況でございますが、収入済み額は30億67

万円余で、不納欠損額、収入未済額はござい

ません。 

 次に、２会計を合わせた歳出の決算状況で

ございますが、予算現額33億6,800万円余に

対しまして支出済み額は32億6,100万円余

で、不用額が１億600万円余となっておりま

す。 

 不用額の主なものは、収入証紙特別会計に

おいて、収入証紙による手数料等収入が見込

み額を下回ったことに伴う一般会計繰出金の

執行残でございます。そのほか、人件費や事

務費の執行残でございます。 

 以上が平成25年度決算の概要でございます

が、詳細につきましては、各課長が御説明い

たしますので、よろしく御審議いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

○田代国広副委員長 引き続き各課長から説

明をお願いします。 

 

○福島会計課長 会計課長の福島でございま

す。よろしくお願いいたします。 
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 まず、本年度の定期監査において、出納局

は指摘事項はございません。 

 続きまして、会計課の決算について御説明

申し上げます。 

 出納局説明資料の２ページをお願いいたし

ます。 

 諸収入の県預金利子につきましては、不納

欠損額、収入未済額はございません。 

 県預金利子の収入済み額5,376万円余は、

歳計現金の運用に伴う利子収入でございま

す。 

 なお、会計課では、歳計現金のほか、基金

も合わせて一括して資金運用しております

が、全体では、４億7,700万円余の利子収入

がございました。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 ２段目の一般管理費の不用額は、39万円余

でございます。主に職員手当等の執行残でご

ざいます。 

 ３段目の会計管理費の不用額は、948万円

余となっております。主に経費節減に伴う執

行残でございます。 

 下段の利子は、支払いに要する歳計現金が

一時的に不足した際の一時借り入れに伴う支

払い利子でございます。また、不用額116万

円余は、一時借り入れが見込みより尐なかっ

たことによるものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 収入証紙特別会計でございます。 

 まず、この特別会計についてでございます

が、県は、許認可等の申請に当たって、申請

手数料を収入証紙により納めていただいてお

ります。その収入証紙による収入を特別会計

で一元管理しているものでございます。 

 歳入につきましては、収入証紙の販売額を

計上しております。不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 上段の証紙収入の予算現額と収入済み額と

の差１億3,965万円余は、証紙売りさばき人

への販売額が見込みを上回ったことによるも

のでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 特別会計の歳出でございます。 

 一般会計繰出金は、許認可の申請に伴う手

数料等の収入を関係課での収入証紙の消印実

績に忚じて関係課へ配分したものでございま

す。不用額9,342万円余は、申請実績が見込

みを下回ったことによるものでございます。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○田上管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございます。 

 上段の財産収入が210万5,000円、下段の諸

収入が480万7,000円でございます。調定どお

り収入しておりまして、不納欠損額、収入未

済額はありません。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出でございます。 

 上段の一般管理費の支出済み額が１億919

万8,000円、不用額が22万円、下段の会計管

理費の支出済み額が3,715万円、不用額が164

万3,000円でございます。不用額は、いずれ

も執行残でございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○田代国広副委員長 次に、人事委員会事務

局長から、決算概要と資料の説明をお願いし

ます。 

 

○田中人事委員会事務局長 人事委員会事務

局長、田中でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、201万4,000円の収入

済み額でございまして、不納欠損額、それか
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ら収入未済額はございません。 

 次に、歳出でございます。 

 ３ページでございますが、支出済み額は、

１億6,501万6,000円でございまして、翌年度

への繰り越しはございません。 

 なお、不用額の605万6,000円につきまして

は、主に、職員採用試験において受験者数の

減尐等によりまして、問題の印刷とかあるい

は会場の借り上げ費用等が尐なくて済んだこ

とによる執行残でございます。 

 なお、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

 以上です。 

 

○田代国広副委員長 次に、監査委員事務局

長から、決算概要と資料の説明をお願いしま

す。 

 

○牧野監査委員事務局長 監査委員事務局、

牧野です。 

 監査委員事務局の決算の概要について、資

料に基づきまして御説明いたします。 

 まず、歳入でございますが、資料２ページ

ですけれども、歳入については、該当ござい

ません。 

 次に、３ページの歳出につきましては、支

出済み額が、委員費2,056万円余、それから

事務局費１億6,629万円余となっておりま

す。内訳は、監査委員、事務局職員の人件費

及び事務費でございます。 

 また、不用額の欄の事務局費383万円余に

つきましては、経費節減に伴う執行残でござ

います。 

 なお、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 よろしく御審議お願いいたします。 

 

○田代国広副委員長 次に、労働委員会事務

局長から、決算概要と資料の説明をお願いし

ます。 

 

○白濵労働委員会事務局長 労働委員会事務

局長の白濵でございます。よろしくお願いし

ます。 

 決算の概要につきまして、労働委員会事務

局分の説明資料に基づきまして御説明申し上

げます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございますが、支出済み額

は、１億198万6,000円でございます。内訳

は、委員会費が、委員報酬の2,379万円余、

事務局費が、事務局職員の人件費及び事務局

運営費の7,819万円でございます。 

 不用額が、346万円余でございますが、内

訳は、委員会費が、委員報酬の執行残149万

円余、事務局費が、職員給与費及び事務局運

営費の執行残197万円でございます。 

 なお、定期監査の結果につきましては、公

表事項はございません。 

 以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○田代国広副委員長 次に、議会事務局長か

ら、決算概要と資料の説明をお願いします。 

 

○佐藤議会事務局長 議会事務局長、佐藤で

ございます。 

 平成25年度歳入歳出決算状況につきまして

御説明を申し上げます。 

 お手元にお配りしております議会事務局決

算特別委員会資料の２ページをお願いいたし

ます。 

 まず、歳入について御説明申し上げます。 

 収入済み額は、諸収入が963万円余でござ

います。これは、政務調査費未使用分の返還
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等でございます。なお、不納欠損額及び収入

未済額ともにございません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 議会費全体で支出済み額は、12億5,878万

円でございます。不用額は、2,548万円余で

ございます。 

 不用額の内訳でございますが、議会費が1,

970万円余、事務局費が577万円余でございま

すが、これは、議員共済会負担金の負担率が

下がったことに伴います一般共済費の執行残

及び経費節減によるものでございます。 

 なお、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

 

○田代国広副委員長 以上で出納局及び各種

委員会等の説明が終わりましたので、これよ

り質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 

○堤泰宏委員 これは全部ですけれども、労

働委員会、それから人事委員会、これは、委

員さんの数は、何か、国で人口割とか何かい

ろいろあるでしょうから、委員さんの数は何

かそういう基準があって決まっとるんでしょ

うね。 

 

○橋本労働委員会事務局審査調整課長 労働

委員会事務局の審査調整課長でございます。 

 労働委員会の場合は、質問の件は15人です

が、労働組合法の規定によって、人口に忚じ

て決められております。全国で、都市部のあ

る県は、東京都ですとか大阪府あたりはもっ

と多いですが、熊本県は、他の大多数の県と

同様で、15人となっております。 

 

○堤泰宏委員 国が決めとるわけですな。定

員という感じですな。 

 

○橋本労働委員会事務局審査調整課長 そう

ですね。 

 

○吉富人事委員会事務局総務課長 人事委員

会のほうも、地方公務員法で定員３名と決め

られております。地方公務員法のほうで人数

を決めておられます。 

 

○堤泰宏委員 地方公務員法で決まっとる、

国が決めとっとでしょう、そしたら。人口割

とか何か……。 

 

○吉富人事委員会事務局総務課長 人口割―

―そうですね、同規模程度のところでは３名

ということでございます。 

 

○堤泰宏委員 東京都とか太かとこは、まだ

いっぱいおるんでしょうからね。 

 一緒ですか。 

 

○吉富人事委員会事務局総務課長 一緒でご

ざいます。 

 

○堤泰宏委員 いやいや、委員さんが尐ない

ほうが費用が要らぬけんな、ちゅうか、県で

決めてよかなら、結構委員さんも減らすなら

どぎゃんかなと思って……。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 

○堤泰宏委員 いろいろ難しい質問じゃけ

ん、ただ聞いただけですよ。 

 

○田代国広副委員長 ありませんか。 

 

○溝口幸治委員 確認で聞くだけ。議会費の

中で、今政務調査費の返納という説明があっ

たですけれども、委員会なんかで欠席された
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委員の方の旅費とかその辺も、ここに入って

くるということですか。 

 

○佐藤議会事務局長 はい。 

 

○溝口幸治委員 了解です。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで出納局及び各種委員会等

の審査を終了します。 

 これより午後１時まで休憩します。 

  午前11時20分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時59分開議 

○田代国広副委員長 休憩前に引き続き委員

会を再開します。 

 それでは、これより健康福祉部の審査を行

います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 まず、健康福祉部長から総括説明を行い、

続いて、担当課長から順次説明をお願いしま

す。 

 

○松葉健康福祉部長 健康福祉部長の松葉で

ございます。 

 田代副委員長を初め委員の皆様には、大変

お世話になります。 

 それでは、着座にて平成25年度の決算概要

等につきまして御説明させていただきます。 

 まず、決算の御説明に先立ちまして、昨年

度の決算特別委員会において御指摘のありま

した「施策推進上、改善又は検討を要する事

項等」のうち、健康福祉部関係につきまし

て、その後の措置状況を御報告いたします。 

 １点目は「未収金の解消については、未収

金対策連絡会議における徴収ノウハウの共有

化や各課独自の工夫等により着実な改善が図

られつつあるが、歳入の確保及び公平性の観

点から、さらに徹底した徴収に努めること。

特に、悪質な滞納者に対しては、十分な対策

を講じ、厳正に対処すること。」でございま

した。 

 収入未済の解消につきましては、従来か

ら、各課担当者による収入未済金対策プロジ

ェクト会議を設置し、情報交換等を行うこと

で各課の取り組みの充実を図ってきました

が、さらに、平成22年度からは、関係課長と

担当班長で構成する健康福祉部収入未済金対

策会議を立ち上げ、年度ごとに部内の統一的

な取り組み方針を設定し、共通認識を持って

収入未済金発生の未然防止と徴収対策強化に

取り組んできたところでございます。 

 平成25年度は、特に、強制徴収公債権、非

強制徴収公債権、私債権といった各債権の分

類に忚じ、より実効性のある対策の実施など

に取り組むことといたしました。 

 具体的には、債権ごとに滞納の要因を分析

し、滞納者を幾つかの分類に分け、できるだ

けきめ細かに催告等の対忚を行ってまいりま

した。また、徴収実績が高い福祉事務所のノ

ウハウを研修会等を通じて他の福祉事務所で

も共有化するなど、本庁、地域振興局及び関

係出先機関が組織的、一体的に回収に取り組

んでおります。 

 ２点目は「職員の過失割合の高い交通事故

が多数発生しており、職員の交通安全に対す

る意識の高揚を図るとともに、事故原因等に

忚じた効果的な交通事故防止対策に努めるこ

と。」でございました。 

 健康福祉部職員の交通事故については、平

成25年度19件が発生し、そのうち、過失割合

の高い交通事故は８件となっております。ま

た、公務中や通勤時の事故が多く発生してい

ます。 

 交通安全の指導については、文書や、部課

長会議、班長会議等を通じて職員へ注意喚起

を行うとともに、交通事故・違反防止研修会

を実施し、職員の交通安全に対する意識の高
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揚を図っているところです。特に、飲酒運転

の撲滅については、各課長等が飲酒運転防止

の呼びかけをゴールデンウイークや年末年始

の長期休暇前、歓送迎会や忘・新年会等の懇

親会の開会時に行い、職員の意識の高揚を図

っています。 

 また、通勤時の交通事故も多いことから、

通勤ルートの危険箇所自己点検アンケートを

実施し、職員個々に忚じた交通事故防止対策

にも努めております。 

 ３点目は「介護職員の処遇改善を一層進め

るため、引き続き、介護報酬の介護職員処遇

改善加算制度が積極的に活用されるよう事業

者への周知、広報に努めること。」でござい

ました。 

 今後、ますます高齢者の増加が見込まれる

中、介護職員の果たす役割はさらに重要にな

っていくものと考えており、介護職員の勤務

条件等の処遇改善を進めるために、全ての介

護サービス事業者をサービス種別ごとに集め

て実施する集団指導において、制度の周知、

事務手続の指導等を行っています。 

 今後も引き続き、集団指導や職員が直接介

護サービス事業所等に出向いて行う実地指

導、あるいは新規指定・指定更新の諸手続時

等、事業者と直接接する機会を捉えて、制度

の周知、広報に努めてまいります。 

 続きまして、健康福祉部の平成25年度決算

概要について御説明申し上げます。 

 まず、歳入についてでありますが、一般会

計、母子寡婦福祉資金特別会計を合わせまし

て、収入済み額は299億3,000万円余で、調定

額に対する収入率は99.4％となっておりま

す。 

 不納欠損額は832万円余で、内容は、児童

保護費負担金等でございます。 

 また、収入未済額は１億6,500万円余で、

主なものとしましては、児童保護費負担金4,

339万円余、生活保護費返還徴収金4,222万円

余、母子寡婦福祉資金貸付金の償還金4,192

万円余でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算額1,361

億6,000万円余に対しまして、支出済み額は

1,308億6,200万円余となっております。 

 翌年度への繰越額は33億9,300万円余で、

障がい者福祉施設耐震化等特別対策事業費等

に関するものでございます。 

 また、不用額は19億400万円余で、主な内

容につきましては、扶助費や補助金などの執

行残でございます。 

 以上、決算の概要を御説明申し上げました

が、詳細につきましては、各課長が御説明い

たしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 

 

○田代国広副委員長 引き続き各課長から説

明をお願いします。 

 

○渡辺健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 まず、今年度の定期監査の結果につきまし

ては、公表事項はございません。 

 続きまして、平成25年度の決算について御

説明いたします。 

 お手元の決算特別委員会説明資料の２ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、歳入につきましては、２ページの使

用料及び手数料、それから下段の国庫支出

金、３ページでございますが、下段の財産収

入、４ページ下段の繰入金、それから５ペー

ジ下段の繰越金、６ページに諸収入がござい

ますが、いずれも不納欠損額、収入未済額は

ございません。 

 次に、歳出につきまして、主なものを御説

明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 まず、下段の民生費の中の社会福祉総務費

でございますが、支出済み額として７億7,79

8万円余となっております。主な事業は、備

考欄に記載しておりますが、民生委員の活動
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に要する経費、地域の縁がわ彩り事業、地域

の結いづくり活き活き事業などでございま

す。 

 なお、不用額4,435万円余につきまして

は、８ページをごらんいただきますと、社会

福祉施設等耐震化等特別対策事業がございま

すが、この事業におきます補助金の執行残、

また、福祉・介護人材緊急確保事業におきま

す委託料の執行残などでございます。 

 また、繰越額２億3,350万円余は、社会福

祉施設等耐震化等特別対策事業に係るもので

ございますが、これにつきましては、後ほど

附属資料で御説明いたします。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 下段の公衆衛生総務費でございますが、支

出済み額として7,603万円余となっておりま

す。不用額595万円余は、公衆衛生職員研修

事業や国の委託を受けまして実施しておりま

す保健統計調査に係る事務費の執行残などで

ございます。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 上段の保健環境科学研究所費は、宇土市に

ございます保健環境科学研究所の運営費でご

ざいますが、支出済み額は２億6,473万円余

となっております。不用額668万円余につき

ましては、庁舎管理の委託に係る入札の執行

残などでございます。 

 なお、備考欄には、運営費の額を515万3,0

00円と記載しておりますが、お配りしており

ます正誤表のとおり、正しくは、5,115万3,0

00円でございます。おわびして訂正申し上げ

ます。 

 保健所費でございますが、県下10カ所の保

健所の運営に係る経費でございますが、支出

済み額として16億5,616万円余となっており

ます。不用額1,809万円余は、人件費の執行

残及び経費節減等によるものでございます。 

 次の公衆衛生災害復旧費は、一昨年の熊本

広域大水害において被災いたしました阿蘇保

健所のエレベーターの復旧に要した経費でご

ざいまして、25年度に繰り越して執行したも

のでございます。不用額544万円余は、入札

の執行残でございます。 

 次に、繰り越し事業について御説明いたし

ます。 

 別冊の決算特別委員会附属資料をお願いい

たします。 

 １ページをお願いいたします。 

 これは、熊本市にございます児童福祉施設

の耐震化等に要する経費につきまして、熊本

市に補助を行うものでございますが、施設の

改築整備を伴う大規模な工事で、長期の工期

を要しまして、年度内の竣工が困難となった

ために繰り越したものでございます。 

 なお、本年12月に工事完了の予定となって

おります。 

 健康福祉政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 まず、今年度の定期監査の結果でございま

すが、指摘事項はございません。 

 次に、25年度の決算の説明をさせていただ

きます。 

 お手元の説明資料、11ページをごらんくだ

さい。 

 11ページ、４段目の食品衛生関係手数料で

ございます。収入済み額が8,852万円余で、

予算に対し、639万円余の増となっておりま

す。これは、乳類販売業や総菜製造業などの

許可申請件数が見込みを上回ったことによる

ものでございます。 

 次に、12ページをごらんください。 

 １段目の乳肉衛生関係手数料でございま

す。収入済み額が8,333万円余で、予算に対

し、605万円余の減となっております。これ

は、屠畜検査頭数の実績が見込みを下回った

ことによるものでございます。 

 次に、13ページをお願いします。 
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 ４段目の結核医療費負担金でございます。

収入済み額が1,485万円で、予算に対し、402

万円余の減となっております。これは、医療

費の実績が見込みを下回ったことによるもの

でございます。 

 なお、歳入につきましては、使用料及び手

数料、国庫支出金、財産収入、繰入金、諸収

入のいずれも不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 17ページをお願いいたします。 

 次に、歳出につきまして、主なものを御説

明いたします。 

 まず、17ページ、３段目の公衆衛生総務費

でございますが、支出済み額として10億8,15

2万円余となっております。主な事業は、健

康危機管理推進事業、肝炎対策事業などでご

ざいます。 

 なお、8,798万円余の不用額が生じており

ますが、これは、主に、肝炎対策事業のう

ち、肝炎ウイルス検査や肝炎治療の医療費助

成の申請件数が見込みを下回ったことによる

ものでございます。 

 下段の結核対策費でございます。支出済み

額として2,713万円余となっております。な

お、697万円余の不用額が生じております

が、これは、結核患者の発生減尐に伴い、医

療費助成の申請件数が見込みを下回ったこと

によるものでございます。 

 次に、18ページをごらんください。 

 １段目の予防費でございます。支出済み額

は３億3,690万円余となっております。主な

事業は、感染症予防事業費、エイズ予防対策

費、新型インフルエンザ対策費などでござい

ます。 

 なお、877万円余の不用額が生じておりま

すが、これは、主に市町村からの予防接種救

済給付金の申請が見込みを下回ったことによ

るものでございます。 

 下段の食品衛生指導費でございますが、支

出済み額が３億3,311万円となっておりま

す。主な事業は、食品営業監視事業、ＢＳＥ

食肉検査体制整備事業などでございます。 

 なお、3,007万円余の不用額が生じており

ますが、これは、主にＢＳＥ検査に伴う検査

器具、消耗品の購入実績の減や各事業の執行

残などによるものでございます。 

 次に、19ページをお願いいたします。 

 上段の環境整備費でございますが、支出済

み額が１億1,204万円余となっております。

主な事業は、動物愛護管理事業や動物愛護推

進事業などでございます。 

 なお、191万円余の不用額は、主に、動物

愛護推進事業のうち、各地域の動物愛護推進

員の委嘱が予定人数を下回ったことに伴う執

行残でございます。 

 健康危機管理課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中島高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 まず、今年度の定期監査結果の公表事項で

ございますが、公表事項はございません。 

 次に、歳入でございますが、お手元の委員

会説明資料の20ページをお願いいたします。 

 使用料及び手数料、それから21ページ下段

から22ページ上段の国庫支出金及び下段の財

産収入でございますが、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 なお、22ページ上段の国庫支出金の災害復

旧費国庫補助金につきまして、予算現額に対

する収入済み額との差が390万円余ございま

すが、こちらは、平成24年７月の熊本広域大

水害に伴い被災しました老人福祉施設等に対

し、施設等の災害復旧に係る費用の一部を補

助する事業におきまして、設計変更に伴う計

画のおくれによりまして、24年度から25年度

に繰り越した件につきまして、災害保険を活

用したことにより、執行残が生じたものでご

ざいます。 

 次に、23ページをお願いいたします。 
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 繰入金、繰越金、諸収入でございますが、

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 なお、繰入金の基金繰入金につきまして

は、予算現額に対する収入済み額との差が、

介護職員処遇改善等臨時特例基金で391万円

余、介護基盤緊急整備等臨時特例基金で802

万円余の差がございますが、こちらは、国の

経済危機対策に伴い、平成21年度に創設され

ました国の交付金を活用した基金事業におき

まして、所要見込み額が実績額を下回ったこ

とによるものでございます。 

 次に、24ページをお願いいたします。 

 雑入でございますが、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 続きまして、25ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございますが、主なものにつきまし

て御説明いたします。 

 まず、民生費、社会福祉費のうち、老人福

祉費でございますが、支出済み額としまして

13億5,591万円余となっております。 

 主な事業のうち、決算額が大きなものとい

たしまして、26ページをごらんください。 

 備考欄に記載しております軽費老人ホーム

事務費補助事業、軽費老人ホームの設置者が

利用者からの利用を減免した場合、その減免

した経費に対して補助金を交付する事業でご

ざいますが、この事業、さらに、施設開設準

備経費助成特別対策事業の、これは特養等の

施設開設時から安定した質の高いサービスを

提供するための準備経費を助成するものでご

ざいますが、これらが大きな事業でございま

す。 

 お手数ですが、前のページ、25ページにお

戻りください。 

 老人福祉費で4,985万円余の不用額が生じ

ておりますが、済みません、また、次ペー

ジ、26ページをお願いします。備考欄でござ

いますが、これは、先ほど御説明いたしまし

た軽費老人ホーム事務費補助事業におきまし

て、所要見込み額の減に伴う執行残による66

8万円余及び施設開設準備経費助成特別対策

事業におきまして執行残があり、390万円

余、また、現任介護職員等研修支援事業、こ

れは、介護事業所の職員が研修を受講する

際、その代替職員として離職者等を雇用する

場合、これを支援する事業で、国の緊急雇用

基金事業の一つでございますが、この事業で

1,087万円余、この事業と同様の緊急雇用の

基金事業であります「働きながら資格をと

る」介護雇用プログラム事業におきまして2,

074万円余の執行残が生じたことが、老人福

祉費の不用額の主な理由でございます。 

 この２つの緊急雇用の基金事業につきまし

ては、国の要綱、要領におきまして、県との

契約、約１カ月前に事業者が被用者を確保し

ておく必要があり、今すぐにでも働きたい求

職者のニーズと合わず、採択決定後の取り下

げがかなり生じたということ、また、雇用し

たものの、中途で退職したことにより、雇用

期間が短くなったことなどによるものでござ

います。 

 また、9,360万円の繰り越しが生じており

ますが、こちらにつきましては、後ほど別冊

附属資料で御説明いたします。 

 次に、老人福祉施設費についてでございま

すが、支出済み額として20億7,500万円余と

なっております。主な事業といたしまして、

介護基盤緊急整備等事業でございます。これ

は、地域密着型特養や認知症高齢者グループ

ホームなどの整備を行う市町村等に助成を行

う事業で、基金事業でございます。 

 また、４億2,330万円余の繰り越しを生じ

ておりますが、こちらも、後ほど、老人福祉

費とあわせまして、別冊附属資料で御説明さ

せていただきます。 

 次に、災害復旧費の民生施設補助災害復旧

費についてでございますが、支出済み額とし

て3,600万円余となっております。これは、

平成24年７月の熊本広域大水害で被災しまし
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た施設の災害復旧に係る費用の一部を補助す

る災害復旧事業のうち、24年度から25年度へ

の繰り越し分でございます。 

 なお、585万円余の不用額が生じておりま

すが、これは、災害保険活用による交付額の

減に伴う執行残でございます。 

 別冊附属資料のほう、２ページをお願いい

たします。 

 まず、説明の都合上、３ページから４ペー

ジにかけましての介護基盤緊急整備等事業か

ら先に御説明いたします。 

 ３ページから４ページにかけ記載しており

ます介護基盤緊急整備等事業につきまして

は、平成26年度へ合計６件、４億2,330万円

余の繰り越しを行っております。これは、繰

り越し理由欄記載のとおり、開発許可や建築

確認等の諸手続に不測の日数を要したことな

どによるものでございます。 

 なお、４ページの下段の事業につきまして

は、繰り越し理由欄に記載しておりますとお

り、補助先において自己資金調達ができなく

なったため、交付申請が取り下げられたもの

でございます。 

 お手数ですが、２ページにお戻りくださ

い。 

 施設開設準備経費助成特別対策事業につき

まして、計５件、9,360万円の繰り越しを行

っております。これは、先ほど御説明いたし

ました施設整備が当初計画よりおくれたこと

により、施設の開設期につきましても同様に

おくれが生じ、開設前６カ月以内の準備経費

を助成するこの事業につきましても、繰り越

しを行ったものでございます。 

 なお、資料中に現在の進捗状況を記載して

おりますが、本年９月１日現在の状況でござ

います。先ほど御説明いたしました４ペー

ジ、下段の交付申請が取り下げられた１件を

除きまして、全ての事業で４月以降順次竣工

しておりまして、11月１日現在、全ての事業

所で開設済みとなっております。 

 高齢者支援課は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○池田認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課の池田でございま

す。 

 まず、今年度の定期監査の結果でございま

すが、公表事項はございません。 

 次に、決算について御説明いたします。 

 まず、歳入について、説明資料の27ページ

をお願いいたします。 

 使用料及び手数料、国庫支出金、財産収

入、次の28ページですが、繰入金、諸収入で

ございますけれども、いずれも不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 なお、お断り申し上げまして、28ページの

一番上の欄の備考欄の説明でございますけれ

ども、お手元に配付いたしております正誤表

のとおり訂正いたします。 

 それでは次に、歳出について、29ページを

お願いいたします。 

 民生費の老人福祉費でございます。 

 支出済み額は231億6,147万円余となってお

ります。 

 主な事業といたしましては、備考欄の事業

の概要の上から２番目、３番目の介護保険運

営に係る県の法定負担金等を市町村へ交付い

たします介護給付費県負担金交付事業、地域

支援事業交付金交付事業、その４つ下、６番

目ですが、予想を上回る介護給付費の伸び等

により市町村に財政不足が生じた場合に貸し

付けなどを行います介護保険財政安定化基金

運営事業、一番下になりますけれども、県民

の方々が身近な医療機関で認知症についての

相談受診ができるよう認知症診療体制の充実

強化を図ります認知症診療・相談体制強化事

業、30ページに移りまして、一番上、認知症

専門医や専門知識を持つコメディカルを養成

することによりまして、認知症疾患医療セン

ターの機能強化を図ります「熊本モデル」認
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知症疾患医療機能強化事業、下から６番目の

在宅療養を支援する関係機関の連携強化を図

ります訪問看護推進等在宅療養支援体制づく

り事業などでございます。 

 29ページにお戻りいただきまして、6,380

万円余の不用額が生じております。これは、

備考欄の事業概要の上から３番目の地域支援

事業交付金交付事業において、市町村の事業

実績が見込み額を下回ったことによる1,865

万円余、それから次の30ページの下から６番

目の訪問看護推進等在宅療養支援体制づくり

事業において、嘱託職員の忚募がなく、任用

開始が年度中途になったことなどによります

602万円余が主なものでございます。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上でござ

います。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○吉田社会福祉課長 社会福祉課の吉田でご

ざいます。 

 まず、定期監査の結果について、公表指摘

事項として、国庫支出金の収入未済につい

て、１件ございます。 

 受託のほうから御説明いたします。 

 指摘の内容につきましては、お手元の資料

にありますように、国庫委託金911万9,181円

の収入未済を速やかに解消するとともに、国

費受け入れの事務処理誤りの原因を検証の

上、具体的な再発防止策に取り組むというこ

とでございます。 

 本件事案につきましては、国の法定受託事

務として行っている恩給や特別給付金等の事

務を行うため、非常勤職員、相談員の謝金や

システムのリース料、職員の旅費等を支出し

ていましたが、その財源としての国庫委託金

について、厚生労働省への請求漏れにより、

収入未済が発生したものでございます。これ

は国費収入に係る初歩的なミスから生じたも

ので、大変申しわけなく思っております。 

 収入未済については、発生直後から厚生労

働省と協議し、10月31日に収入済みとなって

おりますが、今後このようなことが二度と起

こらないよう、平成26年度から、国庫委託金

の交付決定後速やかに概算払い請求を行いま

すとともに、国費の請求漏れ、収入漏れがな

いよう組織的にチェックを徹底し、処理する

ことといたします。 

 続きまして、平成25年度の決算について御

説明いたします。 

 説明資料の32ページをお願いいたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。 

 32ページの使用料及び手数料から33ページ

の国庫支出金のうち、国庫負担金、国庫補助

金につきましては、不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 34ページ、３段目ほどの国庫委託金中、旧

軍関係調査事務等委託金から抑留死亡者遺骨

伝達事務委託金につきましては、先ほど申し

上げましたとおり、国への請求漏れが生じた

分でございます。 

 35ページの財産収入繰入金につきまして

は、不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 36ページ、３段目の諸収入、生活保護世帯

進学忚援資金貸付金回収金につきましては、

14万3,000円の収入未済額があります。これ

については、後ほど附属資料にて説明させて

いただきたいと思います。 

 また、同ページ、最終段の各種団体精算返

納金について、予算現額と収入済み額との比

較が277万円余となっておりますけれども、

これは、備考欄で記載してありますとおり、

熊本県自立支援プログラム策定実施推進事業

の事業委託先団体からの返納金でございま

す。 

 37ページをお願いいたします。 

 生活保護費返還徴収金と雑入と過年度収入

の年度後返納について、それぞれ4,222万

円、2,000円、42万円の収入未済額がありま

す。これらにつきましては、後ほど附属資料



第７回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年11月10日) 

 - 27 - 

にて説明させていただきたいと存じます。 

 次に、歳出についてです。38ページをお願

いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 １段目から、民生費において、社会福祉総

務費及び遺家族等援護費について、それぞれ

不用額がございますが、これらは、各事業の

執行残でございます。 

 39ページをお願いします。 

 生活保護費でございますが、２段目の生活

保護総務費不用額の１億9,411万円余につき

ましては、緊急雇用創出基金市町村補助金に

よる市町村からの申請額が見込みより尐なか

ったことなどによるものでございます。 

 40ページをお願いします。 

 上段の扶助費は、生活保護費です。不用額

9,356万円余は、所要額が見込み額を下回っ

たことによるものでございます。 

 歳入歳出決算の状況は以上でございます。 

 続きまして、附属資料の14ページをお願い

いたします。 

 収入未済の状況とその対策について御説明

いたします。 

 １、平成25年度歳入決算の状況ですが、上

段の国庫支出金、国庫委託金の旧軍関係調査

事務等委託金から抑留死亡者遺骨伝達事務委

託金につきましては、先ほど申し上げたもの

でございます。 

 下段の諸収入、生活保護世帯進学忚援資金

貸付金回収金につきましては14万3,000円、

次ページ、中段の雑入で2,000円の収入未済

額が生じております。これは、生活保護世帯

からの進学の「夢」忚援資金貸し付けに係る

償還金が、卒業後継続した就労につながらな

いため償還が滞っているものでございます。 

 また、15ページ、上段の生活保護費返還徴

収金と下段の年度後返納とで、合わせて4,26

4万円余の収入未済額が生じております。 

 生活保護費返還徴収金につきましては、２

種類ございます。１つは、被保護者に資力、

資産があるにもかかわらず、実際に収入が入

るまでに時間がかかるなど、緊急やむを得な

い場合に保護費を支給した場合、これを返還

させるものでございます、１つは。もう一つ

は、就労等に伴い収入を得たにもかかわら

ず、申告を行わず、保護費を不正に受給した

場合などに不正受給分を返還させるものでご

ざいます。 

 また、下段の年度後返納とは、過払い金が

発生した場合にこれを返納させるものです。 

 いずれも債務者が生活保護受給中であった

り、生活困窮の状況にあったりすることなど

から返還が滞っているものでございます。 

 16ページをお願いします。 

 ２、収入未済額の過去３カ年の推移のう

ち、生活保護費返還徴収金の動向につきまし

ては、年々増加傾向を示しておりますが、こ

れは、平成20年秋のリーマン・ショック以

降、近年の大幅な被保護世帯数の増加や課税

調査の徹底などに伴い、生活保護費返還徴収

金の調定額自体が押し上げられている傾向に

あり、徴収努力の取り組みを行っているにも

かかわらず、平成25年度におきましては、前

年度に比べ増加となっているものでございま

す。 

 17ページにつきましては、差しかえ分をお

配りしておりますので、そちらのほうをごら

んください。 

 平成25年度収入未済額の状況でございま

す。 

 下から５段目の生活保護世帯進学忚援資金

貸付金回収金につきましては、債務者は３人

で、学校卒業後就職したものの、退職し、生

活困窮により未納となっているものでござい

ます。 

 次に、その下段の生活保護費返還徴収金と

年度後返納金につきましては、あわせて御説

明いたします。 

 まず、定期的に分割納付が行われているケ

ースが58件で、全体の約60％を占めておりま
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す。そのほか、ここに区分されている生活困

窮とは、現在は生活保護を受給していないも

のの、各福祉事務所の調査により、未納の主

な原因が生活困窮にあると判断されているケ

ースでございます。所在不明は、現在の居場

所がわからないケースでございます。非協力

的は、福祉事務所職員との面談を避ける、粗

暴な対忚が常態化しているケースや分納によ

る納付に忚じない、または分納に忚じても実

際には納付しないケースといったものでござ

います。債務の否認は、本人が債務の存在そ

のものを認めていないケースでございます。

その他は、本人が収監中、または、本人が死

亡し、相続人からの徴収が困難なケースなど

でございます。 

 また、18ページをごらんください。 

 収入未済の状況を踏まえての平成25年度の

未収金対策についてでございますが、債権管

理の強化につきましては、県や健康福祉部の

未収金対策にのっとって債権管理を行ってお

ります。福祉事務所への指導の徹底につきま

しては、課独自の取り組みを記載しておりま

す。 

 丸の３つ目ですが、新しい取り組みとしま

して、平成25年８月に、各福祉事務所の生活

保護業務のかなめとなる班長職員を集めて、

未収金対策会議を開催いたしました。困難な

状況の中でも特に徴収成果が上がっている福

祉事務所の取り組みを発表していただいて、

意見交換を行う場を設け、債権圧縮に向けた

取り組みについて、課題の共有を図ったとこ

ろでございます。 

 あわせて、丸の４つ目でございますが、こ

れは毎年実施しておりまして、平成25年９月

に県の全福祉事務所を対象に未収金に関する

ヒアリングを実施し、未収金案件全件につい

て個別具体的に問題点を洗い出し、今後の対

忚策についての助言、指導を行うとともに、

債権発生の防止、発生時の早期対忚等につい

て、重ねてお願いをしたところでございま

す。 

 こうした取り組みにより、平成24年度まで

の未納76件中17件が完納となり、31件が分納

となっております。また、平成25年度発生分

につきましても、未納39件中７割の27件が分

納中となっております。 

 未収金の増加は生活保護制度の信頼性にか

かわる問題であるという認識のもと、ことし

７月からの法改正に基づく取り組み、例え

ば、不正受給に係る保護費との相殺とか滞納

処分といった新たな取り組みも取り入れなが

ら、今後とも、収入未済の縮減に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、進学忚援資金貸付金につきまして

は、担当のケースワーカーと連携して取り組

んでおり、３名中１名が24年度分の償還を完

了しておりまして、引き続き未償還の方への

訪問等により解消に取り組んでまいります。 

 最後に、38ページをお願いいたします。 

 平成25年度県有財産処分一覧表でございま

す。 

 援護住宅山の上団地の建てかえに伴いまし

て、建物を用途廃止の上、解体したものでご

ざいます。建てかえに伴う余剰地につきまし

ては、一般競争入札による売却の公告中でご

ざいまして、入札につきましては、12月10日

に管財課において実施することとなっており

ます。 

 長くなりましたが、社会福祉課は以上でご

ざいます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○福田子ども未来課長 子ども未来課の福田

でございます。 

 まず、定期監査の結果でございますが、公

表事項はございません。 

 次に、25年度決算について御説明いたしま

す。 

 説明資料にお戻りいただきまして、41ペー

ジをお願いいたします。 
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 まず、歳入から御説明いたします。 

 分担金、負担金につきまして、上から３段

目の未熟児養育費負担金です。これは、未熟

児養育医療に伴い、保護者から徴収する負担

金でございますが、収入未済がありますの

で、後ほど別冊の附属資料で御説明いたしま

す。 

 その下の使用料、手数料に不納欠損、収入

未済はございません。 

 42ページをお願いいたします。 

 ３段目からが国庫支出金でございますが、

不納欠損、収入未済はございません。 

 42ページ、一番下の母子衛生費負担金につ

きまして、予算現額と収入済み額との比較で

548万円余が減額となっております。これ

は、未熟児養育医療費の所要額が見込みより

尐なかったことによるものでございます。 

 補足させていただきますと、この未熟児養

育医療費の支払い事務は、平成25年度の医療

機関受診分から市町村に事務移譲されまし

て、国庫負担金は直接市町村に支出されるこ

とになりました。しかしながら、平成24年度

医療機関受診分の医療費につきまして、25年

度に請求があった場合につきましては、国庫

補助金を県で受け入れる必要がありまして、

予算不足が発生しないよう多目に予算計上し

ていたものでございます。 

 次に、43ページの上から４段目の児童福祉

施設整備費補助の159万円余の減でございま

す。これは、放課後児童クラブ施設整備事業

におきます市町村の入札残に伴うものでござ

います。 

 次に、その２つ下の特別保育事業費補助の

806万円余の減額につきましては、延長保育

などの特別保育総合推進事業におきまして、

市町村の所要額が見込みより下回ったものに

伴うものでございます。 

 その下の地域尐子化対策強化交付金は、国

の補正予算に伴うもので、県では２月補正予

算で計上し、３月末に国の交付決定があった

ものでございますが、国からの交付が本年度

となったことから、25年度の収入がゼロとな

っているものでございます。 

 次に、44ページをお願いいたします。 

 上から２段目の小児慢性特定疾患治療費補

助の632万円余の減につきましては、小児慢

性特定疾患治療研究事業における所要額が見

込みより尐なかったことによるものです。 

 次に、４段目の財産収入、それからその下

の繰入金、それから45ページの繰越金及び諸

収入につきましては、不納欠損、収入未済は

ございません。 

 なお、45ページの一番上の安心こども基金

繰入金につきまして、１億8,808万円余が減

となっておりますが、これは、保育所等緊急

整備事業などの安心こども基金を活用した事

業の所要額が見込みより尐なかったことに伴

う基金繰り入れの減でございます。 

 次に、46ページをお願いいたします。 

 歳出について主なものを御説明いたしま

す。 

 １ページ飛びまして、47ページでございま

すが、１段目の児童福祉総務費でございま

す。不用額が１億2,290万円余生じておりま

すが、これは、待機児童解消加速化プラン事

業費補助におきます施設改修費などの実績額

が見込みより尐なかったことなどによる執行

残でございます。 

 なお、翌年度繰越額３億9,500万円余につ

きましては、後ほど別冊附属資料で御説明し

ます。 

 次の段の児童措置費の不用額1,757万円余

は、市町村の保育所運営費が当初見込みより

尐なかったことによる県負担金の執行残でご

ざいます。 

 次に、48ページをお願いいたします。 

 児童福祉施設費でございます。不用額5,09

5万円につきましては、保育所等緊急整備事

業や病児・病後児保育総合推進事業における

実績額が見込みを下回ったことによる執行残
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でございます。 

 なお、翌年度繰越額３億2,600万円余につ

きまして、後ほど別冊附属資料で御説明いた

します。 

 次に、49ページの公衆衛生総務費でござい

ます。不用額7,400万円余でございますが、

これは、不妊対策事業や乳幼児医療費に係る

市町村への補助におきまして、実績額が見込

みより尐なかったことなどによる執行残でご

ざいます。 

 歳入歳出は以上でございます。 

 それでは、別冊附属資料をお願いいたしま

す。５ページでございます。別冊の５ページ

をお願いいたします。 

 まず、繰り越し事業について御説明いたし

ます。 

 最上段の子ども・子育て新制度電子システ

ム構築事業費でございます。これは、来年４

月に施行されます子ども・子育て支援新制度

の運営や管理のための全国共通のシステム構

築に関するものです。国の仕様書の決定がお

くれたことなどから、全ての市町村が繰り越

しを行っております。現在準備が進んでおり

まして、年内をめどに整備が完了する予定で

ございます。 

 次に、２段目の地域尐子化対策強化交付金

事業費は、国の補正予算で計上されまして、

年度末ぎりぎりに交付決定があったものでご

ざいます。事業期間の不足から繰り越しを行

っておりますが、今年度に入って事業に着手

しておりまして、年度末にかけて事業を実施

してまいります。 

 次に、３段目以降、６ページにかけまし

て、保育所等緊急整備事業費で年度内に工事

が完了しなかった７件を繰り越しておりま

す。うち、５件は既に完成し、運営を行って

いるところでございます。 

 ５ページの一番下の保育園、それから６ペ

ージの一番上の保育園につきましては、25年

度の補助予算枠に余裕が生じたために追加募

集を行って、年度末に交付決定を行ったもの

でございます。事業期間が不足したために繰

り越しましたが、現在工事に着手しておりま

して、年内完成をめどに整備が進められてお

ります。 

 なお、最後の清水保育園のところで、繰り

越し理由のところで、資材や労務者の不足と

いう表現をしておりましたが、正確には、こ

の事業は屋根に太陽光発電を設置する事業も

あわせて行っておりまして、この資材でござ

います太陽光パネルの納入が予定よりもおく

れたために繰り越したものでございます。表

現がやや正確性を欠いておりました。申しわ

けございません。 

 次に、19ページをお願いいたします。 

 収入未済についてでございます。未熟児養

育費に係る保護者負担金に係る収入未済で

す。 

 １の平成25年度歳入決算の状況でございま

すが、収入未済額が53万7,000円となってお

ります。 

 次に、２の収入未済額の推移ですが、平成

24年度から25年度にかけては、収入未済額が

６万8,000円の減額となっております。 

 次に、３の収入未済額の状況ですが、債務

者数は31名でございまして、内訳といたしま

しては、分割納付中が７名で全体の22％、生

活困窮が８名で全体の26％、そして分納の申

し出がありましたけれども履行されていな

い、あるいは電話や文書への忚答がないとい

った非協力的なものが16名で全体の52％とな

っております。 

 次に、４の未収金対策でございます。 

 事業の状況に記載しておりますように、平

成25年度の受診分から市町村に移譲されてお

ります。現在分納を行っているものにつきま

しては、納付状況を確認し、滞る場合は電話

催告を行っております。また、それ以外の滞

納者につきましては、文書、電話、訪問によ

る催告を行っているところでございます。滞
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納者の状況に忚じまして、分納による納付指

導などによりまして、昨年度は１件ではござ

いますが、分納誓約書の徴取に結びついたと

ころでございます。 

 子ども未来課は以上でございます。 

 御審議、よろしくお願いいたします。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課です。 

 まず、定期監査の結果ですが、公表事項は

ありません。 

 それでは、決算について御説明いたしま

す。 

 説明資料の50ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてですが、一番上の児童

保護費負担金ですが、これは、児童養護施設

等への入所措置に伴い、保護者から負担いた

だくものです。不納欠損や収入未済について

は、後ほど別冊の附属資料で御説明いたしま

す。 

 次の使用料及び手数料、国庫支出金、それ

から、次のページ、51ページの下から２つ目

の財産収入につきましては、不納欠損、収入

未済はございません。 

 なお、50ページにお戻りいただきまして、

下から４段目の児童措置費負担金に予算現額

と収入済み額との比較で1,482万円余が減額

となっておりますが、これは、養護施設等へ

の入所措置児童数が見込みよりも尐なかった

ことによるものです。 

 52ページをお願いいたします。 

 一番下の年度後返納は、主にひとり親家庭

等に支給する児童扶養手当の過年度分の返納

金等です。不納欠損、収入未済がありますの

で、後ほど別冊の附属資料で御説明いたしま

す。 

 歳入については以上でございます。 

 次に、歳出の主なものについて御説明いた

します。 

 53ページをお願いいたします。 

 まず、下から２段目の社会福祉施設費で

す。 

 主な事業は、備考欄に記載のとおりです

が、不用額は、女性一時保護管理運営費の実

績額が見込みよりも尐なかったことなどによ

るものです。 

 54ページをお願いいたします。 

 上段の児童福祉総務費です。 

 主な事業は、備考欄に記載のとおりです

が、不用額は、児童虐待防止に係る子育て支

援交付金からの移行事業、これは、もともと

国から市町村に直接交付される交付金事業で

あったものが、昨年度に安心こども基金を活

用した県から市町村への補助事業へと仕組み

が変わったものですが、この事業の市町村所

要額の実績見込みが尐なかったことなどによ

るものです。 

 次に、児童措置費です。 

 主な事業は、備考欄に記載のとおりです

が、不用額は、児童手当市町村交付金の実績

額が見込みよりも尐なかったことなどによる

ものです。 

 次に、55ページをごらんください。 

 上段の母子福祉費です。 

 主な事業は、備考欄に記載のとおりです

が、不用額は、ひとり親家庭等忚援事業、こ

れは、安心こども基金を活用して、ひとり親

の就業支援や子供の学習支援など、ひとり親

家庭を総合的に支援する事業ですが、この事

業の実績額が見込みよりも尐なかったことな

どによるものです。 

 次に、児童福祉施設費です。 

 主な事業は、備考欄に記載のとおりです

が、不用額は、虐待から子供を守るための緊

急対策事業の実績額が見込みよりも尐なかっ

たことなどによるものです。 

 56ページをお願いいたします。 

 これは、当課で所管しております母子寡婦

福祉資金特別会計の歳入でございます。 

 中段の貸付金償還元金と次のページ、57ペ
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ージの上段の年度後返納について、収入未済

等がありますので、後ほど別冊の附属資料で

御説明いたします。 

 58ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 不用額は、貸し付け実績が見込みよりも尐

なかったことによるものです。 

 それでは、別冊の附属資料に移らさせてい

ただきます。 

 附属資料の20ページをお願いいたします。 

 児童保護費負担金の収入未済でございま

す。 

 まず、１の平成25年度の状況につきまして

は、不納欠損額が695万円余、収入未済額が

3,845万円余となっております。 

 児童保護費負担金は、保護者の所得に忚じ

て負担いただく仕組みとなっておりますけれ

ども、全体的に所得が低い世帯が多いこと、

また、虐待やネグレクトなどを認めない親か

らの徴収が困難なことなどにより収入未済と

なっているものです。 

 次に、２の収入未済額の推移ですが、平成

24年度、25年度と減尐してきております。 

 次に、３の収入未済額の状況ですが、債務

者数は234名となっております。そのうち、

分割納入中が42名で全体の18％、生活困窮に

より納付していない者が99名で全体の42％と

なっております。また、虐待を認めないこと

などにより債務を否認している者が10名、納

付に非協力的な者が22名となっており、この

２つを合わせると、納付意識が非常に低いケ

ースが全体の14％となっております。 

 21ページをお願いします。 

 未収金対策でございます。 

 徴収体制の強化として、平成23年度から福

祉総合相談所に正職員１名を増員配置するな

ど、体制を強化してきましたが、これに加え

て、負担金納入義務者である保護者と直接接

触する機会が多いケースワーカーも一体とな

って、未収金対策に取り組んでいくこととし

ました。 

 また、１つ飛びますが、滞納処分として、

この負担金は強制徴収公債権であり、県税と

同じく裁判の手続を経ずに差し押さえなどの

強制徴収ができる債権であることから、滞納

者について、県内金融機関を対象に預金調査

を実施するとともに、滞納額が高額で交渉に

忚じない者について、順次差し押さえ予告書

を送付しました。結果として、滞納処分は実

施しておりませんが、差し押さえ予告書送付

者64名中27名が分納開始につながっておりま

す。 

 さらに、未然防止対策につきましても、保

護者への意識づけとして、施設等への入所時

にこの負担金の制度趣旨を保護者に十分に説

明し、理解を得るとともに、口座振替手続を

積極的に指導するなどを行っております。 

 なお、本年度につきましても、徴収担当者

だけじゃなく、保護者と直接接触するケース

ワーカーもより一体となって、組織的に未収

金対策に取り組んでいくこととしておりま

す。 

 続きまして、22ページをお願いいたしま

す。 

 ひとり親家庭等に支給されます児童扶養手

当の返納金の収入未済でございます。これ

は、婚姻や年金受給などにより、児童扶養手

当を受ける資格を失った後にも引き続き手当

を受給していたこと、いわゆる過払いにより

生じるものであり、不納欠損が４万円余、収

入未済額が2,335万円余となっております。 

 ２の収入未済額の推移ですが、平成24年

度、25年度と減尐してきております。 

 ３の収入未済額の状況ですが、債務者は79

名となっております。その内訳ですが、最も

多いのが分割納入中で36名となっており、債

務者の約50％程度となっております。そのほ

か、生活困窮により納付していない者が27

名、納付に非協力的な者が15名となっており

ます。 



第７回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年11月10日) 

 - 33 - 

 23ページをお願いします。 

 ４の未収金対策ですが、昨年度未収金対策

の推進に係る取り組み方針を策定し、地域振

興局福祉課長会議におきまして、未収金額に

対する危機感の共有、前年度の未収金額より

も減尐させるという目標の徹底、本庁、出先

機関が一体となった取り組みの推進について

確認を行いました。 

 未然防止対策としては、最も大きい発生原

因となっている年金受給について、一昨年度

末から年金事務所への一斉照会を試行的に実

施しておりましたが、年金事務所と調整を行

い、25年度から本格実施するなどの取り組み

を開始しました。 

 また、債権管理・徴収活動対策としては、

取り組み方針に基づき、債務者を徴収の困難

性により４分類に分け、それぞれの分類に忚

じて催告、訪問等を実施するなど、効率的な

管理・徴収活動へと見直しを図りました。さ

らに、この４分類ごとの徴収活動実績につい

て、毎月、地域振興局からの報告を義務づ

け、本庁で評価し、評価結果を全地域振興局

にフィードバックすることで徴収意欲を高め

る取り組みも開始しました。 

 このほか、住民基本台帳ネットワークシス

テムの活用や当課に配置しております債権管

理回収員による地域振興局への徴収支援など

の取り組みも行いました。 

 なお、本年度につきましても、前年度の未

収金よりも減尐させるという目標を達成する

ため、引き続き、本庁、出先一体となって、

取り組み方針に基づく各種取り組みの定着と

徹底を図っていくこととしております。 

 次に、24ページをお願いいたします。 

 母子家庭等に対し、学校の入学金や授業

料、生活資金などを貸し付ける母子寡婦福祉

資金貸付金の償還金に関するもので、不納欠

損が85万円余、収入未済額は4,192万円余と

なっております。下段の年度後返納は、学校

を中退した場合など、借り主の都合により貸

し付け期間中に貸し付けをやめる場合に発生

するものであり、収入未済額は92万円余とな

っております。 

 次に、収入未済額の推移ですが、23年度か

ら増加傾向にあり、25年度は、24年度に比べ

て５万円余増加しております。これは、所得

が低い母子家庭に対する貸付金ということ

で、債務者の収入が低いことに加え、過去に

貸付額自体が増加した時期があり、この返済

分が24年度、25年度にちょうど返済時期を迎

えたことが影響しているものと考えておりま

す。25年度の調定額が１億1,598万円余と、

これは前年度に比べまして約400万円増加し

ており、危機感を持って対策を講じておりま

す。 

 次に、３の収入未済額の状況ですが、債務

者は235名であり、約60％の143名が分割納入

中ということで償還を続けております。ま

た、生活困窮により償還が滞っている債務者

が46名、また、所在不明や納付に非協力的な

債務者が合わせて20名となっております。 

 25ページをお願いします。 

 ４の未収金対策です。 

 この貸付金につきましても昨年度に取り組

み方針を策定しまして、地域振興局の福祉課

長会議におきまして、危機感の共有、前年度

の未収金額よりも減尐させるという目標の徹

底、本庁、出先一体となった取り組みの推進

について確認を行いました。 

 また、未然防止対策として、取り組み方針

に基づき、貸し付け相談時の借入金の精査、

償還意思、能力確認の徹底、償還開始予定者

への償還指導の徹底を図りました。 

 債権管理・徴収活動対策としては、先ほど

の児童扶養手当返納金と同様に、取り組み方

針に基づき、債務者を徴収の困難性により４

分類に分け、それぞれの分類に忚じて催告、

訪問等を実施するなど、記載のとおりの取り

組みを進めました。 

 なお、本年度につきましても、前年度の未
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収金額よりも減尐させるという目標を徹底す

るため、引き続き、本庁、出先一体となっ

て、取り組み方針に基づく各種取り組みの定

着と徹底を図っていくこととしております。 

 次に、不納欠損処分について御説明いたし

ます。 

 33ページ、お願いいたします。33ページで

ございます。 

 備考欄に記載のとおり、児童保護費負担金

について、債務者の行方不明や債務者の死亡

に伴う相続人の不存在等により、時効中断の

措置がとれずに債権が消滅した1,208件、695

万円余を不納欠損処分としております。 

 次に、34ページをお願いいたします。 

 備考欄に記載のとおり、児童扶養手当の過

年度分返納金について、債務者の面会拒否に

より時効中断の措置がとれずに債権が消滅し

た１件、４万円余を不納欠損処分としており

ます。 

 最後に、35ページをお願いいたします。 

 備考欄に記載のとおり、母子寡婦福祉資金

貸付金償還元金について、貸し付けの相手方

及び連帯保証人の破産等により回収の見込み

がなくなった138件、85万円余につきまし

て、本年の２月議会におきまして権利の放棄

に係る議決をいただき、不納欠損処分として

おります。 

 子ども家庭福祉課は以上です。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○松永障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 まず、定期監査の結果につきましては、公

表事項はございません。 

 次に、平成25年度の決算の説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳入について御説明をいたします。 

 お手元の説明資料の59ページをお願いいた

します。 

 分担金及び負担金についてですが、不納欠

損額が47万3,000円、収入未済額が総額で498

万5,000円でございます。これにつきまして

は、別冊附属資料で後ほど御説明いたしま

す。 

 次に、使用料、手数料でございます。 

 59ページの下から２段目をごらんくださ

い。 

 不納欠損額はございませんが、収入未済額

が、合わせて12万9,000円ございます。こち

らにつきましても、後ほど附属資料で御説明

いたします。 

 次に、61ページの中段から63ページの上段

にかけましては、国庫支出金でございます。

さらに、同じ63ページの中ほどが財産収入、

最下段が繰入金で、次の64ページの中段が繰

越金でございます。いずれも不納欠損額及び

収入未済額はございません。 

 続きまして、64ページの中段をお願いいた

します。 

 諸収入につきましては、収入未済額が14万

円でございます。こちらにつきましても、後

ほど附属資料で御説明いたします。 

 次に、歳出についてでございますが、主な

ものについて御説明いたします。 

 66ページをお願いいたします。 

 まず、最下段の障害者福祉費において、不

用額が１億8,402万円生じております。不用

額を生じた主な理由といたしまして、備考欄

に２点お示しをしております。１点目は、重

度心身障がい者医療費助成事業及び精神通院

医療費の助成実績が所要見込み額を下回った

こと、また、２点目は、障がい者福祉施設整

備費及び障がい者福祉施設耐震化等特別対策

事業における事業実績が所要見込み額を下回

ったことによるものでございます。 

 次に、67ページの最下段の児童措置費でご

ざいますが、9,405万3,000円の不用額が生じ

ております。これは、主に障害児施設給付費

等支給・障害児施設措置事業におきまして、

児童措置等の実績が所要見込みを下回ったこ
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とによるものでございます。 

 続きまして、68ページの児童福祉施設費で

ございますが、3,686万9,000円の不用額が生

じております。これは、主にこども総合療育

センターの非常勤職員の報酬額等の実績が所

要見込み額を下回ったことによるものでござ

います。 

 次に、69ページをお願いいたします。 

 精神保健費でございますが、3,688万2,000

円の不用額が生じております。これは、主に

精神保健医療費等の対象となる措置入院の延

べ日数の実績が当初見込みの年間延べ日数を

700日以上下回ります9,963日となったこと及

び地域自殺対策緊急強化基金を原資とします

各自殺対策事業の執行残によるものでござい

ます。 

 次に、附属資料のほうで説明をさせていた

だきます。附属資料の７ページをお願いいた

します。 

 繰り越し事業について御説明をいたしま

す。 

 まず、７ページから９ページの１段目まで

ですが、障がい者福祉施設整備費において、

11件、合計で２億8,400万円余の繰り越しを

行っております。これは、いずれも国の補正

予算経済対策分によりまして２月議会で予算

化した事業でございまして、必要な施工期間

が確保できずに繰り越しとなったものでござ

います。 

 次に、９ページの２段目からですが、障が

い者福祉施設耐震化等特別対策事業におきま

して、４件、合計で８億1,200万円余の繰り

越しを行っております。うち、最初の事業は

スプリンクラー事業に係るものでして、工程

上、施設本体の改修工事が終わった後に当該

設備工事を行う必要があったために、年度内

に完成ができなかったものでございます。ま

た、ほかの３件は、いずれも耐震化対策に係

る老朽改築工事でございますが、大規模な工

事であり、長期の工期を要したために、年度

内に完成することができなかったものでござ

います。 

 障がい者支援課に係る繰り越し事業は、以

上の15件、10億9,700万円余でございます。 

 次に、収入未済について御説明をいたしま

す。同じく附属資料の26ページをお願いいた

します。 

 まず、児童保護費負担金につきましては、

平成25年度は、現年度分、過年度分合わせま

して、494万5,000円の収入未済額が発生して

おります。これは、障害児施設への入所措置

に伴う扶養義務者負担金でして、債務者の生

活困窮等のために納入がなされていないもの

です。先ほど、子ども家庭福祉課のほうから

説明もありましたとおりに、平成23年度から

総合相談所の徴収を強化し、全滞納者を対象

に財産調査を実施した上で、滞納処分や頻繁

な催告等、徴収促進に努めております。 

 次に、27ページをお願いいたします。 

 こども総合療育センター負担金の未収金

が、過年度分で４万円ございます。これは、

センターへの入所措置に伴う扶養義務者負担

金でして、前年度の額より大きく減尐してお

りますが、平成25年度末の債務者２人のう

ち、１人は分割納付中でして、他の１人につ

きましては、生活困窮等のために納入がなさ

れていないため、引き続き、催告等を行った

上で、未収金の解消に努めているところでご

ざいます。 

 次に、28ページをお願いいたします。 

 こども総合療育センター使用料の未収金

が、現年度分、過年度分合わせまして、12万

7,000円ございます。これは、契約による入

所、通園及び外来受診にかかります本人負担

分でございまして、主として、利用者の生活

困窮などにより未収金となったものでござい

ます。これにつきましては、債務者５人のう

ち、２人、１万2,000円につきましては、現

時点で既に完納されており、残る３人につき

ましては、分納誓約書を徴した上で分割納付
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中でありまして、納付が滞るような場合は随

時催告等を行い、未収金の解消に努めており

ます。 

 次に、29ページをお願いいたします。 

 社会福祉法人非課税証明書交付手数料のう

ち、こども総合療育センターにおきます診断

書の交付手数料につきましては、現年度分で

１件、2,000円が未収となっております。こ

れは、先ほどのこども総合療育センター使用

料の債務者が外来を受診した際にあわせて生

じたものでございますが、現時点では、セン

ター使用料と合わせて、既に完納されており

ます。 

 次に、30ページをお願いいたします。 

 こども総合療育センターに係る雑入の未収

金が、前年度分で３万円ございます。内容

は、入所児童に付き添う保護者の食費の債務

者が１人、通所児の食費の債務者が１人で、

いずれも先ほどのこども総合療育センター使

用料の債務者と重なっております。これにつ

きましても、２人とも分納誓約書を徴した上

で分割納付中でございます。 

 次に、31ページをお願いいたします。 

 年度後返納による未収金が10万9,000円ご

ざいますが、内容は、過年度分の心身障害者

扶養共済過払年金でございます。債務者は２

人で、いずれも分納誓約書を徴した上で分割

納付中であり、納付が滞るような場合は随時

催告等を行い、未収金の解消に努めておりま

す。 

 収入未済については以上でございます。 

 次に、不納欠損について御説明をさせてい

ただきます。 

 同じく附属資料の36ページをお願いいたし

ます。 

 児童保護費負担金に係る不納欠損が合計で

103件、額にして41万7,000円生じておりま

す。これは、債務者の行方不明等により時効

中断の措置がとれず、時効により債権が消滅

したものについて、不納欠損処理を行ったも

のでございます。 

 次に、37ページをごらんください。 

 こども総合療育センター負担金に係る不納

欠損が合計で９件、額にして５万6,000円生

じております。これは、債務者の行方不明等

により時効中断の措置がとれず、時効により

債権が消滅したものについて、不納欠損処理

を行ったものでございます。 

 次に、未登記について御説明をいたしま

す。 

 39ページをお願いいたします。 

 未登記となっておりますのは、合志市所在

の旧肥後学園敷地の一部でございます。昭和

14年から15年にかけて県が種畜場用地として

取得し、昭和24年に肥後学園の用地として所

管がえを行ったものでございます。現在、未

登記用地は、残り２筆でございまして、う

ち、１筆、現況地積約6.6ヘクタールにつき

ましては、未登記であった共有持ち分につい

て、時効の援用による県の取得が昨年12月の

熊本地裁の確定判決により認められましたた

めに、現在所有権移転登記の手続を進めてお

り、年度内には完了の予定でございます。 

 もう１筆の現況は、進入路となっている部

分の一部、158平米につきましては、任意の

承諾による所有権移転に向けて交渉を引き続

き行っております。 

 今後とも未登記の解消に向けて取り組んで

まいります。 

 以上で障がい者支援課の説明を終わらせて

いただきます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○立川医療政策課長 医療政策課です。 

 まず、監査結果でございますが、お手元の

監査結果指摘事項の(2)をごらんください。 

 当課では、医務関係手数料の誤徴収につい

て指摘を受けております。 

 概要は、病院等の構造設備の使用前検査に

係る手数料について、６保健所において、健
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康福祉部長通知の適用を誤った結果、過去５

年間の徴収分のうち、34件、57万2,500円を

誤徴収していたものでございます。 

 関係の医療機関の皆様に御迷惑をおかけ

し、大変申しわけありませんでした。 

 また、委員の皆様方にも御心配をおかけ

し、大変申しわけございませんでした。 

 判明後直ちに、再発防止策として、保健所

担当者にとってわかりやすいマニュアルと組

織的なチェックを行うためのリストを整備い

たしました。 

 さらに、適正な事務処理を徹底するため、

保健所担当者対象の研修会を開催いたしまし

た。 

 なお、関係医療機関へは説明を行った上

で、７月末までに誤徴収分の還付を完了いた

しております。 

 今後、本庁と保健所と一体となって、適正

な事務処理を徹底し、再発防止に努めてまい

ります。 

 それでは、説明資料の70ページをお願いい

たします。 

 歳入について主なものを説明させていただ

きます。 

 使用料及び手数料及び国庫支出金について

は、不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 72ページをお願いいたします。 

 上から３段目、医療施設等施設整備費補助

で、予算現額と収入済み額に３億7,983万7,0

00円の差がありますのは、国の経済対策によ

る事業として平成26年２月補正予算で計上い

たしました医療施設耐震整備事業と医療施設

消火設備整備事業について、国の交付決定が

26年度に繰り越されたため、未収入となった

ものでございます。 

 73ページの財産収入、次の74ページの繰入

金及び繰越金については、不納欠損額、収入

未済額はありません。 

 繰入金の医療施設耐震化臨時特例基金繰入

金で、予算現額と収入済み額に1,283万円の

差がありますのは、主に補助事業者における

入札不調のため、平成25年度に予定していた

工事着手が26年度におくれることとなり、実

績が見込みを下回ったため等により、繰入金

も減ったものでございます。 

 次に、地域医療再生基金繰入金です。予算

現額と収入済み額に１億1,247万8,000円の差

がありますのは、設備整備の入札残と地域医

療再生基金活用事業の実績が見込みを下回っ

たため、繰入金も減ったものでございます。 

 75ページをお願いいたします。 

 諸収入です。 

 ２段目の各種団体精算返納金で、予算現額

と収入済み額に3,331万円の差がありますの

は、補助金の交付確定に伴う精算返納金が見

込みを上回ったためです。 

 ３段目の看護師等修学資金貸付金償還金で

266万1,000円の収入未済額があります。詳細

につきましては、後ほど別冊附属資料で説明

いたします。 

 続きまして、歳出について主なものを説明

させていただきます。 

 76ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費についてですが、主な事業

として、医師確保総合対策事業、医療施設耐

震化整備事業等がございます。 

 不用額が１億3,690万5,000円生じておりま

すのは、医療施設耐震化整備事業の補助事業

者の事業着手おくれによる執行残等によるも

のでございます。 

 77ページをお願いいたします。 

 最下段の医務費についてですが、主な事業

として、へき地医療施設運営費やへき地医療

施設・設備整備費補助等を実施しておりま

す。 

 不用額が618万円生じておりますのは、へ

き地医療施設運営費におけるへき地医療支援

機構活動経費の節減による執行残等によるも

のでございます。 
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 78ページをお願いいたします。 

 保健師等指導管理費についてですが、主な

事業として、看護師養成所等への運営費補

助、看護師等養成所施設・設備整備事業等が

ございます。 

 不用額が1,850万3,000円生じておりますの

は、看護職員確保総合推進事業における病院

内保育所運営費補助の実績減等によるもので

ございます。 

 次に、繰り越し事業について御説明いたし

ます。 

 附属資料の10ページをお願いいたします。 

 阿蘇医療圏二次救急医療機能整備事業とヘ

リ救急医療搬送体制整備事業は、阿蘇医療セ

ンターが行う施設設備整備に対する助成で

す。軀体工事の遅延等により平成25年度内完

了が困難なため、４億3,255万2,000円と1,89

0万円をそれぞれ繰り越したものです。 

 平成26年７月に事業を完了しております。 

 医療施設耐震整備事業は国の経済対策によ

る事業で、平成26年２月補正予算で計上いた

しましたが、国の内示が26年度になるため、

繰り越したものでございます。 

 11ページと12ページをお願いいたします。 

 医療施設消火設備整備事業も国の経済対策

による事業で、平成26年２月補正予算で計上

いたしましたが、国の内示が26年度になるた

め、19診療所分の全額、３億3,455万9,000円

を繰り越したものでございます。 

 次に、収入未済について御説明いたしま

す。32ページをお願いいたします。 

 看護師等修学資金貸付金償還金について、

10人分の266万1,000円の収入未済額がござい

ます。看護学生に貸与した修学資金は、卒業

後、県内の200床未満の病院や診療所等にお

いて、５年間継続して看護業務に従事した場

合は、返還が免除されますが、免許が取得で

きなかったり、県外や200床以上の病院に勤

務したり、看護業務に従事しなくなったりし

た場合には、返還義務が生じます。このう

ち、一部債務者について、就業状況悪化等に

より経済的に返還が難しいため、収入未済と

なっているものでございます。 

 １カ月以上滞納があり、本人が電話の督促

にも忚じない場合には、連帯保証人に対し、

請求及び督促を行うなど、連帯保証人への働

きかけを強化した結果、平成24年度から、わ

ずかではありますが、未収金を減らすことが

できました。 

 今後も、新規貸与者には、個人面談を実施

することにより、修学資金の趣旨及び制度内

容等に対する意識づけを徹底し、新規未収金

の発生防止に取り組みます。 

 滞納者に対しては、本人や連帯保証人の生

活状況を確認し、分納などの納付確約をと

り、滞納累積防止に取り組んでまいります。 

 医療政策課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○大塚国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 まず、さきに行われました定期監査につき

まして、公表事項はございません。 

 次に、平成25年度の決算につきまして御説

明をいたします。 

 資料の79ページをお願いいたします。 

 歳入につきまして、左の列、分担金及び負

担金、国庫支出金、財産収入については、い

ずれも不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 次のページをお願いいたします。 

 繰入金、諸収入につきまして、不納欠損

額、収入未済額はありません。 

 なお、下から２段目の市町村精算返納金の

予算現額と収入済み額の差183万4,000円は、

備考欄でございますが、退職者医療制度の一

部適用漏れによります県調整交付金の変更交

付決定に伴います超過交付分の市町村返還金

によるものでございます。 

 続きまして、歳出につきまして説明いたし
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ます。 

 81ページをお願いいたします。 

 歳出は、上段が、国民健康保険事業に係る

費用で183億5,300万円余を支出しておりま

す。また、下段が、後期高齢者医療制度にお

ける県負担金等で259億3,300万円余を支出し

ております。上段の国民健康保険指導費の不

用額3,611万円余は、備考欄の一番下記載の

国民健康保険制度安定化対策事業、この事業

は市町村の国保財政の調整を行う事業です

が、財政調整の対象となります80万円を超え

る高額な医療費が見込みより尐なかったこと

によるものでございます。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○下村健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 まず、今年度の定期監査の結果でございま

すが、公表事項はございません。 

 次に、平成25年度の健康づくり推進課の決

算状況を御説明いたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。 

 説明資料の82ページをお願いいたします。 

 使用料及び手数料について、不納欠損額、

収入未済額はありません。 

 次の国庫支出金ですが、不納欠損額、収入

未済額はともにありませんが、予算現額と収

入済み額の差が大きなものについて説明をい

たします。 

 83ページをお願いいたします。 

 １段目の衛生費国庫補助金のうち特定疾患

治療費補助について、予算現額と収入済み額

の差が４億2,663万3,000円となっています

が、これは、国庫補助金の交付額が所要額を

下回ったことによるもので、特定疾患治療研

究事業の事業費がふえる中で、毎年県が超過

負担を強いられている状況でございます。本

来、国と県が２分の１ずつの負担割合となっ

ていますが、平成14年度ごろから、本来、国

が負担すべき金額の５割から６割程度の交付

にとどまっており、平成25年度においては、

65.4％の交付となっております。これまで、

超過負担の解消に向け、あらゆる機会を捉え

て国に働きかけてまいりましたが、難病の患

者に対する医療等に関する法律が平成27年１

月１日より施行され、国庫負担金となるた

め、国の２分の１負担が担保され、今後は、

超過負担が解消されることになります。 

 下から３段目の原爆被爆者特別措置費補助

についてですが、予算現額と収入済み額との

差が358万9,000円でございますが、これは、

いずれも所要見込み額の減に伴う国庫補助の

減によるものでございます。 

 次に、下から２段目の衛生費国庫委託金に

ついて、不納欠損額、収入未済額はございま

せん。 

 国民栄養調査委託金におきまして36万5,00

0円、それから84ページの上段の被爆二世健

康診断委託金におきまして23万円の予算現額

と収入済み額の差がございますが、これら

は、所要額の減に伴う委託金交付額の減によ

るものです。 

 84ページの諸収入でございますが、不納欠

損額、収入未済額はともにございません。 

 次に、歳出でございます。85ページをお願

いいたします。 

 まず、衛生費でございますが、公衆衛生総

務費の主な事業は、備考欄に記載していると

おりでございます。不用額の１億697万8,000

円は、特定疾患治療費などの医療費や原爆被

爆者に対する手当支給が、当初見込み額を下

回ったことによる執行残等でございます。 

 86ページの予防費でございますが、これ

は、ハンセン病に関する事業費でございま

す。不用額の171万円は、扶助費等の執行残

でございます。 

 次に、繰り越し事業について御説明をいた

します。 

 附属資料の13ページをお願いいたします。 
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 がん診療連携拠点病院等病理診断機能支援

事業につきましては、熊大医学部附属病院と

連携先病院との間で遠隔病理診断システムの

構築に係る機器の導入に対する助成でござい

ます。連携先病院である阿蘇医療センターの

建てかえ工事の工期延長に伴い、対象設備の

平成25年度内の導入が困難となり、1,456万

円を繰り越したものです。 

 なお、７月には、事業完了しております。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 

○窪田薬務衛生課長 薬務衛生課の窪田でご

ざいます。御説明をさせていただきます。 

 まず、今年度の定期監査につきましては、

公表事項はございません。 

 決算の説明に移らせていただきます。 

 説明資料の87ページをお願いいたします。 

 歳入について主なものを説明させていただ

きます。 

 まず、使用料及び手数料についてですが、

不納欠損額、収入未済額はございません。 

 ２段目の薬務関係手数料につきまして、予

算現額と収入済み額との比較が222万円余の

増となっておりますが、これは、備考欄に記

載しておりますとおり、主に登録販売者試験

等の件数が見込みより多かったことによるも

のでございます。 

 ３段目の麻薬関係手数料につきましても、

102万円余の増となっております。これは、

主に麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬取

扱者の免許申請件数が見込みよりも多かった

ことによるものでございます。 

 ４段目の温泉関係手数料につきまして、予

算現額と収入済み額との比較で109万円の減

となっておりますが、これは、主に温泉の土

地掘削許可申請等が見込みを下回ったことに

よるものでございます。 

 88ページをお願いいたします。 

 ２段目の国庫支出金についてですが、不納

欠損額、収入未済額はございません。 

 一番下の段の国庫委託金につきまして、予

算現額との比較で220万円余の減となってお

りますが、これは、主に薬事経済調査委託費

の事業費所要額の確定によります委託金交付

額の減で、国が調査協力謝金の支給基準を変

更したことによる報償費の減及び需用費、役

務費の経費節減等によるものでございます。 

 次に、89ページをお願いいたします。 

 諸収入についてですが、不納欠損額、収入

未済額はございません。 

 ３段目の治療血清売払代金につきまして、

予算現額との比較で164万円余の減となって

おりますが、これは、特殊疾病の発生がなか

ったため、国有ワクチンの売り払いがなかっ

たことによるものでございます。 

 続きまして、歳出について主なものを御説

明させていただきます。 

 １ページ飛びまして、91ページをお願いい

たします。 

 １段目の生活衛生指導費について、不用額

76万円余が生じておりますが、これは、旅費

などの経費節減等によるものでございます。 

 ２段目の環境整備費の不用額39万円余につ

きましては、温泉保護の基礎資料を得るた

め、源泉の位置を測定いたしますＧＰＳ装置

の備品購入に係る入札残及び需用費などの経

費節減によるものでございます。 

 最後に、92ページをお願いいたします。 

 薬務費について、不用額735万円が生じて

おりますが、これは、先ほど歳入に関する調

べで御説明いたしました特殊疾病の発生がな

かったため、国有ワクチンの払い下げのため

の経費が不要であったことや、薬価等基準調

査費におきまして、国が薬事経済調査委託費

の調査協力謝金の支給基準を変更したことに

よります報償費の減及び旅費、需用費などの

経費節減等によるものでございます。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げま
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す。 

 

○田代国広副委員長 以上で健康福祉部の説

明が終わりました。 

 それでは、質疑を受けたいと思います。 

 質疑ありませんか。 

  （｢休憩」と呼ぶ者あり) 

○田代国広副委員長 なら、しばらく休憩し

ます。５分間。 

  午後２時32分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時38分開議 

○田代国広副委員長 それでは、委員会を再

開します。 

 質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○堤泰宏委員 決算委員会ですから、このペ

ージの数字についていろいろお尋ねするのが

本来と思いますけれども、あんまり分厚くて

ですね。お尋ねしたいことたくさんありま

す。 

 それで、何かお金を貸して、それが返らな

いと。未済額ですかね、その説明が非常に多

かったような気がします。よく考えてみます

と、やっぱりお金を借りたわけじゃないと思

うですけど、負担金とかはですね、当然返さ

にゃいかぬのが返せないと。母子家庭の方な

んか直接借りとられると思いますけれども、

しかし、それがまた今度子供に負担が行った

りとかしているような感じがいたしますの

で、何か無理にお金を借りる人、それから、

国が決めたから、まあその枠内は貸さにゃい

かぬから、まあ貸したと。結果が非常にお互

いよくないというふうな感じがします。 

 分納なんかいうのは、恐らくこれは真面目

な人で、かなり苦労して払っとると思うです

よね。ですから私は、これは、こういう制度

をもう一回考え直さんといかぬような気がし

ます。国が決めることだからと言えばそれだ

けで、それで終わりますけれども、それじゃ

いかぬような気がしますですね。 

 それから、医療制度も一緒ですね。私は、

この前の一般質問で質問しましたけれども、

阿蘇郡なんていうのは、医療用の入院ベッド

がもうほとんど削減されてしまいますよね。

今の数でいきますと、阿蘇郡市民に、阿蘇医

療圏に600人に１ベッドですもんね。そんな

ことで成り立つはずないのに、しかし、これ

がつくり上げてしもうとると。だから、名前

は福祉、健康ですけれども、よう考えてみま

すと、何か皆さんの仕事が本当に実が実りよ

るかなと、花が咲きよるのかなというふうな

気がしますので、そういう意見をやっぱり国

なら国にお伝えしていただきたいと思います

ですね。 

 本当に話すと、もう身近なことで矛盾がた

くさんあります。それはもう皆さんが一番、

担当の係長さん、課長さんが一番感じておら

れると思いますけれども、こういう委員会で

意見があったということを、また、国なら国

に、また、県の一番トップの方たちにもお話

をしていただきたいなと思います。 

 以上です。 

 

○田代国広副委員長 要望でいいんですか。 

 じゃあ、今の御要望に対して忚えていただ

きますようにお願いしておきます。 

 ほかに。 

 

○鬼海洋一委員 中身を尐し教えていただき

たいという思いで質問したいと思います。 

 これは、43ページ、子ども未来課。 

 放課後児童クラブの施設整備事業における

国庫補助の減という説明ありましたけれど

も、この全体的な中身といいますかね、県下

のこの放課後児童クラブの設置状況、支援の

状況について、もう尐しお話しいただければ

というふうに思います。それが１つです。 

 それからもう一つは、子ども家庭福祉課で
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すけれども、55ページ、ひとり親家庭等忚援

事業等の実績額が見込みより尐なかったため

ということで、この不用額の説明がありまし

た。 

 私ども、今地域におけるひとり親家庭の、

例えば教育にかかわる問題や日常生活にかか

わる問題も相当御苦労されている状況があり

ます。特に、今、ひとり親の中でも男の親の

家庭、非常に厳しい状況があるわけですけれ

ども、この辺の不用額も出てきているわけで

ありますけれども、現状とこの取り組みの中

身について、もう尐し御説明いただければあ

りがたいと思います。 

 

○福田子ども未来課長 今、委員から、放課

後児童クラブについて御質問をいただいたと

ころでございます。 

 昨年度の決算で申し上げますと、昨年度、

放課後児童クラブを設置するに当たりまし

て、そのための施設整備を行った市町村が６

市町村ございました。それによって、新たに

放課後児童クラブの設置をしたところでござ

います。 

 現在、数字として、平成25年度の実施状況

でございますけれども、41の市町村におきま

して、372カ所で実施をされているところで

ございます。今年度は、済みません、今ちょ

っと数値手元に持ってませんけれども、今年

度、また若干ふえてきているところでござい

ます。 

 これは、御承知のとおり、小１の壁という

ことで、保育所の場合は、保育所に預けると

いうことで保護者が働けますけれども、小学

校に入りますと、放課後の時間が早く子供が

帰ってきてしまうと。その間、ここで預かっ

ておこうという趣旨でいっているところでご

ざいまして、年々この利用児童数もふえてき

ておりますし、この設置するクラブの数もふ

えてきているところでございます。 

 しかしながら、昨日、全国的なちょっと数

値が新聞報道もなされたところでございまし

て、全国的にもかなり利用者がふえてきてい

るところでございますが、逆に利用できな

い、放課後児童クラブのキャパシティーの問

題で、利用できない子供も若干いるというこ

とも指摘されていたところでございまして、

今後ますます女性の社会進出などを進めてい

くに当たって、国のほうも、この放課後児童

クラブの量的な拡大を図っていくということ

でいっているところでございますので、今

後、市町村にもますます働きかけていって、

この整備を進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課です。 

 ひとり親家庭忚援事業について御質問があ

りましたので、お答えしたいと思います。 

 先ほども御説明しましたけれども、これは

基金を活用した事業でありまして、実は、蒲

島知事も一生懸命これに力を入れるというこ

とで、これまで取り組みを進めてきました。 

 実績がちょっと尐なかったという御説明を

しましたけれども、中身を申し上げますと、

１つは、ひとり親の在宅就労支援という事

業、もう一つは、特に子供の学習支援に力を

入れてきたんですけれども。在宅就労のほう

は、コールセンターのオペレーターの訓練を

施しまして、実際に就業していただくという

ことで一生懸命やってきました。結果の100

人訓練生を募集したんですけれども、実際に

忚募があったのが95人、その後、いろんな自

己都合で途中でやめられる方もおられたんで

すが、最終的に71人修了して、そのうちの93

％に当たる66人が実際に就業することができ

ました。それ以外の方も、就業したかったの

にできなかったというわけではなくて、ほか

の仕事、ダブルワークとかでほかの仕事を優

先せざるを得なかったとか、あるいは親の介
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護があるからどうしても今すぐには就職でき

ないというふうな事情で辞退となったもので

す。 

 非常に成果を上げられて、これは、全国的

にも失敗例が多い中で、本県、唯一と言って

いいほど成果を上げた事業だと思っておりま

す。 

 それから、子供の学習支援のほうにつきま

しては、いろいろやりましたけれども、特に

力を入れておりましたのが、地域の公民館な

どを活用して、退職教員などの方々がボラン

ティアとなって、ひとり親家庭の子供たちに

勉強を教えるというものですけれども、これ

は９月末現在なんですけれども、県内30カ所

で開設することができてまして、150人以上

の子供たちに教えております。これをさらに

箇所数をふやしたいと思っておりまして、実

績的には、一番大きかったのは、先ほどの人

数の問題でちょっと額は減りましたけれど

も、中身については非常に成果が上がったと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

 

○鬼海洋一委員 今の説明いただきましたよ

うに、これは非常に期待をされている、いい

仕事だというふうに思います。まだ、各そう

いう対象の家庭まで含めて十分その事業が浸

透しているかどうかということ、これからで

はないかというふうに思っておりますので、

ぜひ、不用額も出ているわけですけれども、

次年度以降は、広がりがさらに深まるように

お願いしておきたいと思います。 

 それから、子ども未来課のこの事業です

ね、今小学校でも、クラブ活動が総合型、そ

ちらのほうに移行していくという状況の中

で、さまざまの主管、いろいろありますけれ

ども、事業そのものが現場の中では重なり合

うという状況が今出てきているわけですよ

ね。この辺が何か組織的にもう尐しそんなこ

とを含めて教育委員会だとか、教育委員会の

中でも対象の課は違うわけですけれども、連

携をとられながらやっていただくことによっ

て、なお一層の成果が上がるんじゃないかと

いうふうに思っておりましたので、あえて質

問させていただきました。どうぞよろしくお

願いしておきたいと思います。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 就労支援の非常にいい取り

組みだというお話がありましたけれども、こ

れは、ちょっと確認ですけれども、民間の事

業者に委託か何かやって、プロポーザルとい

うか何か、こういうことでやりたいというの

で委託してやってたと思いますけれども、こ

れは、委託の期間は、単年度でしたか、それ

とも複数でしたか、ちょっとお聞きをしたい

と思います。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課です。 

 ２カ年事業でやっております。 

 

○溝口幸治委員 そのいろいろアイデアが出

てくる中で、それを県のほうで選別するわけ

ですが、もっともっと民間からするといい事

業をやりたいという中で、県のほうで選別す

るわけですが、今いい事業とおっしゃったの

で、予算を拡充すると、もっともっと――例

えば、５つ提案があったうちの２つしか採用

できないとかいうことですね、今予算の都合

で。だから、もっと予算があると、たくさん

のアイデアが採用できて、就職まで結びつく

という可能性は多いんですか。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 今回は、１つの

事業を募集しましたので、この就労支援につ

きましてはですね。複数あった業者の中から

１社を選びましたけれども、１社の場合でや

るにしても、なかなかやっぱり就業訓練を施
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して最終的に就業に結びつけるということに

なりますと、やはりある程度の人数、多過ぎ

てもちょっと手が届かないし、尐な過ぎても

ちょっと成果が難しいということもあって、

ある程度の人数の規模というのがやっぱり、

今回100人ということをやったんですけれど

も、前回ちょっと、前回の事業は尐し多かっ

たので、非常になかなかうまくいかないとい

う反省もあってそういうことをしましたけれ

ども、委員おっしゃるように、予算がたくさ

んあって、そういうやつを複数できるのであ

れば、そういった100人規模、あるいは50人

規模ぐらいなのをつくるということはできる

かもしれません。ただ、一番難しいのは、や

はり就業に結びつけるということですので、

そこはやはり、今回たまたま委託した業者が

そのまま自分のところに雇い入れるというよ

うなこともできた、これが一番大きかったと

思っていますので、どこに行くかわからない

というのは、なかなか実績として難しいの

で、そういうところは今回とてもよかったと

思っていますので、そういう面の難しさはあ

ると思います。 

 

○溝口幸治委員 今おっしゃったように、こ

の補助事業を受けるだけ民間さんがもらっ

て、あと２年たったら知りませんという方

法、知りませんというか、そういう方法と、

やっぱり自分のところの事業にも結びつけて

いく方法があると思うんですが、まあ、後者

のほうが限りなく実績は上がるだろうと思い

ますし、また、民間の発想をあんまり行政が

口出しし過ぎて手足をもぎ取るというような

ことも、過去にちょっとあったかなというよ

うなこともちょっと思い出しましたけれど

も、民間からせっかくいい事業やられたんで

すけれども、民間からきちっとまた情報をと

っていただいて、後のフォローまでできるよ

うな形で、まあ、鬼海先生も非常に期待をさ

れて、いい事業だとおっしゃるわけですか

ら、尐しでもこういう方々の就労支援ができ

るような体制を、ぜひ予算面も含めて充実を

させていただきたいと思います。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 ありがとうござ

います。 

 フォローはとても大事だと思ってまして、

委託期間が終わっても、その後、しっかりフ

ォローしていくという契約を実はしておりま

す。 

 それと、今回の事業につきましては、訓練

所として要請したわけですけれども、その訓

練所のうちの複数地点がこの会社の営業所に

生まれ変わって、そういう意味では、産業政

策という面でも、私たち福祉の事業でやった

んですけれども、地域、これは実は、熊本市

だけじゃなくて、ほかの地域に広がっている

んですが、そういう面でも非常に効果があっ

たと思っていますので、しっかりフォローし

ていきたいと思っております。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 

○内野幸喜委員 ２点、明許繰越で１点と収

入未済。 

 まず、明許繰越で、さっき福田課長のほう

が説明された、これは、別冊の６ページ、保

育所等緊急整備事業費、これは太陽光とちょ

っと先ほど言われたんですけれども、この整

備事業で太陽光等を設置するのも全然問題な

いんですか。 

 

○福田子ども未来課長 太陽光設置のみとい

うのは対象にならないと思いますけれども、

施設整備に合わせてそこまでやったというこ

とで対象にしております。 

 

○内野幸喜委員 もう１ついいですか。 

 収入未済のところで、20ページ、児童保護

費負担金、これはやっぱり特徴的なのが債務



第７回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年11月10日) 

 - 45 - 

の否認、これはやっぱり負担金制度の趣旨説

明を十分に行うとともに、未然の防止策とあ

りましたけれども、やっぱりこれは特徴的だ

と思うんですね、この部分だけが債務の否認

ということで。実際、これはどんな感じで認

識されてて、説明の段階ではされているんで

すか、その点をちょっとお聞かせいただけれ

ばなと思います。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 先ほども尐し御

説明したと思うんですけれども、この保護費

負担金というのは、養護が必要な児童を養護

施設とか里親さんに預けるときに、保護者の

収入に忚じて負担金を取るというシステムに

なっていますけれども、施設とか里親さんに

預けるときには親の同意が要ります、必ず。

親の同意なしには預けられないという仕組み

になっていまして、同意がないときには、家

裁にちょっと手続をとるようなルートもある

んですけれども、実際、最近多いのが、虐待

ケースがふえてて、虐待とかネグレクトの親

は、虐待というふうに認識しないケースが多

くて、これはしつけでやっていると。なのに

何で児童相談所は自分の子供を措置するんだ

と、そんなのに同意できないから負担金は払

わないというような理屈で、もう債務を否認

するという状況です。 

 したがって、道理を尽くして説明しても、

もう入り口で全然話が合わずに、いわゆる債

務の否認、俺はそんなことをしない、勝手に

やったということで、一生懸命説明はしてい

ますけれども、ただ、最終的には、先ほど御

説明しましたけれども、家裁とかを通じて最

終的にそこまでやれば、しぶしぶ同意するケ

ースも多うございまして、同意すれば、何と

か負担金も御理解いただけるというケースも

多うございます。 

 

○内野幸喜委員 どうですか、件数として

は、ふえつつある傾向なんですか。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 以前は、やはり

養護の場合は、親がいない子供というのが一

般的だったんですけれども、最近は、親がい

ても親に問題があるケースがほとんどでござ

いまして、そういう意味で言うと、こういう

ケースが今後ふえていくというふうに予想し

ております。 

 

○田代国広副委員長 ありませんか。 

 

○溝口幸治委員 子ども未来課の事業で、市

町村の所要額の実績の見込みが尐なかったた

めという理由が幾つかありますけれども、要

は、予算を組むときには市町村から要望を聴

取して、大体これぐらいいけるだろうという

ことでスタートするわけですね。最終的に市

町村が対忚できなかったというような説明に

聞こえるんですが、市町村だけが対忚できな

かったのか、その裏にいらっしゃる――裏と

いうか、その市町村があるところにある保育

所や、それぞれの事業者がきちっとその事業

に対忚できなかったのか、あるいは県と振興

局と市町村のこの連携ですね、特に広域本部

ができて、なかなか、県はうまくいっている

という説明がありますが、我々が地元でいろ

いろ聞くと、そうでもないような話もいっぱ

いあるので、そういう組織としてうまく対忚

できずにコミュニケーション不足をして、実

際、うまくいかなかったのか、その辺は検証

されていますか。 

 

○福田子ども未来課長 私どもの予算でいろ

いろございます。市町村が事業主体のものも

あれば、社会福祉法人等が事業主体のもの

と、いろいろあるところでございます。それ

で、当初予算計上の時点では、基本的には市

町村の所要見込み額を調査いたしまして、あ

とは、それを丸ごとのせられるかどうかは、

県の予算全体の状況もございますけれども、
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基本的には、この子ども・子育てに係る県予

算というのは増加をずっとしているところで

ございますし、まあ、そういうことも踏まえ

て、可能な限り当初予算には計上するという

方針で挑んでいるところでございます。 

 逆に言うと、万一途中で不足することがな

いような形で予算化しているということで、

若干の減額が出ているというふうに御理解い

ただければと思います。 

 それと、私どもの事業は、基本的には、県

と市町村の直接のやりとりをやっておりまし

て、振興局を絡めたやりとりではございませ

んので、先ほど御指摘いただいたようなこと

での問題点というのは発生していないという

ふうに考えております。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員 振興局は全くタッチしませ

んか。 

 

○福田子ども未来課長 基本的には、この保

育所に関するやりとり、保育所の監査とかい

うところは振興局のほうで実施するところが

ございますけれども、この辺のやりとりにつ

きましては、基本的には直接のやりとりをし

ているところです。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員 確認ですけれども、保育所

の施設整備とか、ああいうのは振興局とかは

かかわりませんか。相談に行ったりとかあり

ませんか。 

 

○福田子ども未来課長 相談とかはあると思

うんですけれども、実際のお金のやりとりな

んかについては、直接市町村と私たちのほう

でやりとりをしていっております。 

 

○溝口幸治委員 お金のやりとりはもちろん

そうだと思いますけれども、日ごろの相談だ

とか事前協議だとかというのは振興局も絡み

ますよね。 

 

○福田子ども未来課長 相談には振興局も乗

っているところです。 

 

○溝口幸治委員 もともと敷居が高いわけで

すから、県に相談するというのは。だから、

振興局も私の経験上相当絡んでいらっしゃる

と思いますが、もう多くは言いませんが、広

域本部ができて、振興局ができて、本庁との

かかわりというのは、ほかの部局でもどうな

のかという議論があっていますので、そのあ

たりもしっかり検証をしていただきたいとい

うことを要望しておきます。 

 以上です。 

 

○平野みどり委員 19ページですね、動物愛

護に関してなんですけれども、不用額が生じ

たり、地域動物愛護推進員の委嘱が予定人数

より下回ったということですが、これは、こ

こ数年の傾向として、推進員というのは増加

してきているんでしょうか、それとも、やっ

ぱり何とか動物を殺処分せずに、また次の飼

い主とかに回していったり、あるいはそうい

った動物愛護管理センターに行かなくて済む

ように、今動物を飼っておられる方たちへの

啓発とかを、しっかり最後までみとるように

というふうな形のそういう啓発とかが進んで

いるのかどうかというふうなところをちょっ

と教えてください。 

 

○一健康危機管理課長 健康危機管理課で

す。 

 まず、１点目の動物愛護推進員に係る経費

の話でございますけれども、予算上は、枠が

40名分の枠というか、なっています。ただ、

実際、25年度が23名、26年度が25名、若干ふ

えておりますけれども、まだ定員までいって

ないというところであります。なっていただ
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く方は、獣医さんとか、動物愛護に御理解の

ある方々にお願いをしております。 

 ２点目の動物愛護に係る啓発関係ですけれ

ども――で、よろしいですかね。 

 

○平野みどり委員 啓発がどれくらい進んで

いるかと、実際、殺処分の数とかの推移はど

うなっているのか。 

 

○一健康危機管理課長 じゃあ、殺処分とい

うことでお話をしてよろしいですか。 

 まず、犬と猫、２つございます。 

 犬につきましては、平成16年度、10年ぐら

い前が6,000頭ぐらいいました。平成20年度

が3,900頭、平成25年が今1,307頭というふう

になっています。まだ確定数値じゃございま

せんけれども、ことしの４月から９月までの

やつは、去年の同期比でおおむね50％ぐらい

に減っております。 

 猫は、どうしても都市猫が多いもんですか

ら――都市猫というか、都会のほうが猫は多

いもんですから、猫は、平成16年度が2,800

頭、平成20年度も2,800頭、平成25年度が2,1

00頭ですが、ことしは、先ほどの４月から９

月の６カ月間で、去年との比で20％減だった

と、まだ概数でございますけれども、そうい

ったことでございまして、保健所のほうでも

動物愛護に相当取り組んでいただいています

が、御理解ある民間の団体の方々も非常に熱

心に取り組んでいただいていますので、効果

が出ておるのかなというふうに思っておりま

す。 

 

○平野みどり委員 わかりました。いつも熊

本市と比較されますので、熊本市は熊本市だ

けのあれでしょうから、県のほうが広域です

けれども、順調に推移はしているというか、

減ってはきているということでよろしいです

ね。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 

○平野みどり委員 もう１点だけいいです

か。 

 

○田代国広副委員長 はい。 

 

○平野みどり委員 今の児童相談所のことを

ちょっとお伺いしたいと思います。 

 熊本市が政令市になって、熊本市の管轄に

関しては熊本市で対忚するという形になりま

したよね。熊本市中央と今八代と２カ所の児

童相談所があると思いますが、一時保護は中

央だけということで、確かに、熊本市の部分

は減っているけれども、現場のいろんな方た

ちの話を聞くと、やっぱり多忙感というのか

な、なかなかまだまだマンパワーも含めて足

りないと。それは状況が、家庭や学校とか、

子供たちの虐待を受けているかどうかという

ふうなことの発覚と児相との連携ですよね、

そういうのが年々ふえてきているというよう

なこともあってだろうと思うんですけれど

も、そういった状況に対忚するために、現状

のままでいいと思っておられるのか、それと

も、例えば、やっぱり中央児相まで連れてい

くのが結構大変だと思うんですけれども、八

代のほうにも一時保護――県南も広いですか

らね、というようなことまで考えておられる

のかどうかをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 

○藤本子ども家庭福祉課長 今委員からお話

がありましたけれども、平成22年に熊本市の

児相ができまして、それまでは中央児相と八

代児相で県下全域をカバーしておりましたけ

れども、まあ、市の児相ができたということ

で、ちょっとＰＲ効果という言い方は変です

けれども、それだけ周知が進んだこともあっ

て、虐待の相談件数が一気にふえました。平

成16年ぐらいは300件程度年間動いていまし
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たけれども、市の児相ができた22年以降は一

挙に倍増して600件以上、一番ピークでは700

件ぐらいの相談件数になっています。これ

は、決して悪いことではなくて、尐しでもそ

の疑いがあれば、すぐ通報していただくとい

うことで非常に結構な話だと思っております

けれども、それだけ児童相談所の負担がかな

り重くなってきているというのが現状であり

ます。 

 加えまして、最近は、所在不明児童の問題

ですとか、置き去り児童の問題ですとか、い

ろんな社会的な子供に係るその問題が児相の

ほうに来ているというような現状もありまし

て、非常に負担感も多くなっております。 

 そういう中で、今お話がありましたその八

代と中央の問題ですけれども、確かに距離感

は離れておりまして、例えば、一時保護にす

るにしても中央まで連れてこないといけない

という問題があるのはありますけれども、な

かなかやっぱり規模感の問題で、どうしても

一時保護、ちょっと割合的にはあれですけれ

ども、どうしてもやっぱり都会的なほうがや

はり虐待とかいろんな問題があるケースが多

い現状もありまして、なかなか八代に――以

前は八代もそういう話もあったと思うんです

けれども、なかなか統一してやるということ

までは今現状では議論も進んでおりません。 

 私どもとしては、八代児童相談所が動きや

すいように、今は当然高速道路とかもありま

すので、いざという場合には、その高速を使

って至急駆けつけるとか、そういうことで対

忚したいと思っております。 

 あと、八代は、なかなか熊本市との距離感

もそうですけれども、実は、人吉とか芦北と

か、カバー範囲も広うございますので、そう

いった面での大変さもありますので、何とか

私どもも支援をしていかなければいけないと

思っているところでございます。 

 

○平野みどり委員 ぜひしっかりと対忚して

いただきたいと思います。 

 それと、要望ですけれども、職員の数をふ

やせばいいということではなくて、例えば、

やっぱり若い職員の方たちは社会的経験も尐

なくて、いざ対忚しなきゃいけない児童の家

庭とか周辺の人たちとのやりとりという部分

でも厳しい面もあると思いますし、ベテラン

ときちんとタッグを組んでやれるように、若

い職員が、何というんですかね、もうぎりぎ

りまで追い詰められるようなことがないよう

に、そういう人員配置もしっかりとやってい

ただきたいと要望したいと思います。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広副委員長 なければ、これで健康

福祉部の審査を終了します。 

 次回の第８回委員会は、11月25日午前10時

に開会し、取りまとめを行うこととしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

 委員さん、御苦労さんでした。 

  午後３時８分閉会 
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